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諮問第 24号説明資料 

日本放送協会の基幹放送局提供子会社（（株）日本ブロードキャストネットワーク）への 

出資認可 

１ 諮問の概要 

日本放送協会（会長 井上 樹彦）（以下「協会」という。）から、基幹放送局設備の保有・管理等の業務により放送業界全体の

持続可能な発展を追求することを目指し、共同利用型モデルを実現するため、基幹放送局設備の保有・管理から放送サービスの提

供までを一貫して担う事業等を行うため、放送法（昭和 25年法律第 132号。以下「法」という。）第 20条の２の規定に基づき、令

和８年４月 28日付けで、基幹放送局提供子会社への出資認可申請があった。 

本件に係る申請の概要は以下のとおりであり、本申請に対する認可に当たっての審査の結果については、別紙のとおりであるこ

とから、申請のとおり認可することが適当であると認められるため、法第 177 条第１項第２号の規定に基づき、電波監理審議会に

諮問する。 

項 目 概 要 

１ 出資しようとする金額 191.22億円 

２ 出資しようとする理由 

基幹放送局設備の保有・管理等の業務により放送業界全体の持続可能な発展を追求

することを目指し、共同利用型モデルを実現するため、基幹放送局設備の保有・管理

から放送サービスの提供までを一貫して担う事業等を行う。 

３ 出資の相手方 

（１）商号 株式会社日本ブロードキャストネットワーク

（２）本店の所在地 東京都渋谷区神南２－２－１（ＮＨＫ放送センター内）

（３）代表取締役 社長 吉見 智文

４ 出資の方法 全額現金出資 

５ その他参考となるべき事項 

・ 株式会社日本ブロードキャストネットワーク（以下「同社」という。）に対して

は、令和６年 12 月の設立に当たって管理費用分の１億円の出資を行った。また、

令和７年３月に、上記の管理費用分とは別に、共同利用型モデルの確立や本格段階
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移行後に適切な事業管理を可能とするためのガバナンス構築に必要な経費として、

7.78億円の出資を行った。その後、共同利用型モデルを実現するための諸準備を整

えてきたところであり、中継局共同利用推進全国協議会総会での民間放送事業者と

の合意に基づき、事業を本格的に開始するための増資（出資）に係る認可申請を行

うものである。 

・ 同社は、極微小電力中継局の整備・運用等を集約的に行い、放送事業者個社又は

エリア単位での整備・運用等よりも、コスト効率の向上とサービス品質の安定化を

図ることで、放送ネットワークの末端に位置する極微小電力中継局の運用効率を高

めることにより、放送インフラの持続可能性の確保を目指すこととしている。 

・ このため、同社は、基幹放送局設備の更新や、基幹放送事業者から継続利用可能

な資産の引き取りを行った上で、協会その他の基幹放送事業者との契約に基づき、

同社が保有する基幹放送局設備を当該事業者の地上基幹放送の業務の用に供する

業務等を行う。また、ブロードバンド等代替支援事業などを含む将来のネットワー

ク維持に向けた対応を行う。 

 

２ 出資の時期 

認可の日以降、令和８年７月中に実施（予定） 

 

３ 審査の結果 

本申請に対しては、別紙の審査結果を踏まえ、申請のとおり認可することが適当であると認められる。 
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別紙 

審 査 結 果 

【審査結果】

項 目 適否 概 要

１ 出資の目的 

（法第 20 条第１項第１号

の業務を効率的に遂行

するための出資か。） 

適 本件申請は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号。以下「法」という。）第 20 条の２の規

定に基づき、基幹放送局提供子会社（以下「（株）日本ブロードキャストネットワーク」

という。）への出資について、日本放送協会（以下「協会」という。）から申請があったも

のである。 

（株）日本ブロードキャストネットワークへの出資は、極微小電力中継局の整備・運用
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＜参考＞ 

○ 放送法（昭和２５年法律第１３２号）（抜粋）

（基幹放送局提供子会社） 

第二十条の二 協会は、前条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定め

るところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をして

いる間、当該出資をした者を子会社（協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人とし

て総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号を除き、以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。）として保有しなければ

ならない。 

一 指定地上基幹放送地域（人口、地理的条件その他の事情により協会が当該地域における地上基幹放送の提供に必要な放送設備の全部を自

ら保有するための費用が他の地域に比して多額であり、協会が基幹放送局提供事業者の提供する基幹放送局設備（中継地上基幹放送局に係

るものに限る。以下この条において同じ。）を利用することにより業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地

域をいう。以下この条において同じ。）において、基幹放送局設備の保有及び管理をすること。 

二 指定地上基幹放送地域において、協会その他の基幹放送事業者との契約に基づき、前号の基幹放送局設備を当該基幹放送事業者の地上基



等を集約的に行い、放送事業者個社又はエリア単位での整備・運用等よりも、コスト効率

の向上とサービス品質の安定化を図ることで、放送ネットワークの末端に位置する極微小

電力中継局の運用効率を高め、法第 20 条第１項第１号の業務を効率的に遂行することが

できるものであり、審査項目に適するものと認められる。 

２ 出資額 

（協会の収支予算、事業計

画及び資金計画に定め

られているか。） 

適 協会の令和８年度収支予算、事業計画及び資金計画において、極微小電力中継局の共同

利用事業に向けた費用として、資本支出の区分に 191.22億円が計上されている。 

３ 出資の相手方 

（法第 20 条の２第１項各

号に掲げる業務を行う

ことを主たる目的とす

る会社か。） 

適  （株）日本ブロードキャストネットワークは、基幹放送局設備の保有・管理等の業務に

より放送業界全体の持続可能な発展を追求するため、①基幹放送局設備の保有・管理業務

及び②基幹放送事業者との契約に基づき、保有する基幹放送局設備を、当該基幹放送事業

者の地上基幹放送の業務の用に供する業務等を目的とする会社であり、法第 20 条の２第

１項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に該当する。 

４ 出資の相手方の株式

保有等 

（協会が子会社として保

有するか。） 

適  （株）日本ブロードキャストネットワークの総株主の議決権の過半数を協会が有するた

め、法第 20条の２第１項の要件を満たすと認められる。 
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参照条文 

【必要的諮問事項関係】 

○ 放送法（昭和２５年法律第１３２号）（抜粋）

（電波監理審議会への諮問） 

第百七十七条 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 

一 （略） 

二 第十八条第二項（定款変更の認可）、第二十条第十一項（第六十五条第五項において準用する場合を含む。）（中継国際放送の協定の認

可）、第二十条第十二項（任意的業務の認可）、第二十条の二第一項（基幹放送局提供子会社への出資の認可）、第二十条の四第六項及び第

七項（業務規程の変更の勧告及び命令）、第二十一条の二第一項（実施基準の認可）、第二十二条（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

等への出資の認可）、第二十二条の二（関連事業持株会社への出資の認可）、第二十二条の三第一項若しくは第三項（関連事業出資計画の認

定）、第六十四条第四項及び第五項（受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可）、第六十五条第一項（国際放送等の実施の要請）、第

六十六条第一項（放送に関する研究の実施命令）、第七十一条第一項（収支予算等の認可）、第七十三条の二第二項ただし書（還元目的積立

金の取崩しに係る認可）、第八十五条第一項（放送設備の譲渡等の認可）、第八十六条第一項（放送等の廃止又は休止の認可）、第八十九条

第一項（放送の廃止又は休止の認可）、第九十三条第一項（基幹放送の業務の認定）、第九十六条第一項（地上基幹放送の業務の場合に限

る。）（認定の更新）、第九十七条第一項本文（基幹放送の放送事項等の変更の許可）、第百十六条の四第一項（特定放送番組同一化実施方

針の認定）、第百二十条（放送局設備供給役務の提供条件の変更命令）、第百四十一条（受信障害区域における再放送の業務の方法に関する

改善の命令）、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項（有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事

業者の業務の方法の改善の命令）、第百五十九条第一項（認定放送持株会社に関する認定）又は第百六十七条第一項（センターの指定）の規

定による処分 

三～五 （略） 

２ （略） 
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【基幹放送局提供子会社への出資関係】 

○ 放送法（昭和２５年法律第１３２号）（抜粋）

（業務） 

第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

一 次に掲げる放送による国内基幹放送（特定地上基幹放送局又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局（第九

十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再

放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。）を用いて行われるものに限る。）を行うこと。 

イ 中波放送

ロ 超短波放送

ハ テレビジョン放送

二～八 （略） 

２～１３ （略） 

（基幹放送局提供子会社） 

第二十条の二 協会は、前条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定める

ところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている

間、当該出資をした者を子会社（協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総

務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号を除き、以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。）として保有しなければならな

い。 

一 指定地上基幹放送地域（人口、地理的条件その他の事情により協会が当該地域における地上基幹放送の提供に必要な放送設備の全部を自

ら保有するための費用が他の地域に比して多額であり、協会が基幹放送局提供事業者の提供する基幹放送局設備（中継地上基幹放送局に係

るものに限る。以下この条において同じ。）を利用することにより業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地域

をいう。以下この条において同じ。）において、基幹放送局設備の保有及び管理をすること。 

二 指定地上基幹放送地域において、協会その他の基幹放送事業者との契約に基づき、前号の基幹放送局設備を当該基幹放送事業者の地上基

幹放送の業務の用に供すること。 
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２ 前項第一号の規定による指定は、告示によつて行う。 

３ 協会は、指定地上基幹放送地域において地上基幹放送の業務を行うに当たつては、第一項の規定に基づき出資した子会社（以下この条及び

第二十二条において「基幹放送局提供子会社」という。）との契約に基づき、基幹放送局提供子会社の提供する基幹放送局設備を用いることが

できる。 

４ 協会は、第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、基幹放送局提供子会社に対

し、指定地上基幹放送地域における地上基幹放送の業務に用いられる中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備を譲渡することができ

る。 

○ 放送法施行規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１０号）（抜粋）

（出資の認可申請） 

第十五条 法第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を

添えて、総務大臣に提出するものとする。 

一 出資しようとする金額 

二 出資しようとする理由 

三 出資の相手方 

四 出資の方法 

五 その他参考となるべき事項 

２ 前項の場合において、出資の相手方が基幹放送局提供子会社（法第二十条の二第三項に規定する基幹放送局提供子会社をいう。）、法第二

十二条第三号に規定する事業を行う者又は関連事業持株会社（法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社をいう。以下同じ。）であると

きは、前項各号に掲げるもののほか、当該出資の相手方に係る次に掲げる書類を提出するものとする。 

一 定款 

二 役員（設立中の法人であるときは、発起人及び役員となるべき者）の氏名、住所及び略歴を記載した書類 

三 財務諸表及び事業報告（設立中の法人であるとき又は財務諸表及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業
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収支見積りを記載した書類） 

四 出資の相手方が関連事業持株会社である場合には、次に掲げる書類 

イ 出資後の関連事業持株会社の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合その他協会が関連事業持株会社

の財務及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類 

ロ 協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

○「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」（抜粋）

（R7.10.1改定） 

７ ＮＨＫの子会社等の事業運営に関する個別の規律等 

（１）ＮＨＫの子会社等の業務範囲

ＮＨＫは、放送法第22条第３号の規定により、第20条第１項又は第２項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受け

て、収支予算、事業計画及び資金計画の範囲内で、同号に掲げる事業を行う者（放送法施行令第２条で定める事業を行う者）に出資することが

できることとされている。 

ＮＨＫによる直接又は間接の出資は、ＮＨＫの業務を遂行するために必要な範囲で行われる必要があるため、当該出資を受ける子会社等の

業務範囲は、ＮＨＫの目的や業務に照らして検討されるべきものである。放送法第22条第３号の規定の趣旨に鑑み、ＮＨＫの子会社等の業務範

囲については、次のとおりとする。ただし、ＮＨＫから第20条の２第１項の規定による出資を受けた者、第21条の規定による出資を受けた者又

は第22条第１号若しくは第２号若しくは第22条の２の規定により出資を受けた者に関しては、法令において業務範囲が規定されている等、第

22条第３号に掲げる者とは位置付けが異なることから、次の①の業務範囲及び②の業務範囲に係る運用は適用しない。 

①・② （略）

８ 



（公印・契印省略） 

諮 問 第 2 4 号 

令 和 ８ 年 ６ 月 1 5日

電波監理審議会 

会長 笹瀬 巌 殿 

総務大臣 林 芳正 

諮 問 書 

日本放送協会（会長 井上 樹彦）から、放送法（昭和25年法律第

132号。以下「法」という。）第20条の２の規定に基づき基幹放送局提

供子会社への出資認可申請があった。 

本件に係る申請の概要及び審査結果は、別紙１及び別紙２のとおりで

あり、認可することが適当であると認められるので、申請のとおり認可

することとしたい。上記について、法第177条第１項第２号の規定に基

づき諮問する。 

9
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申請の概要 

 

項   目 概            要 

１ 出資しようとする金額 191.22 億円 

２ 出資しようとする理由 

基幹放送局設備の保有・管理等の業務により放送業界全体の

持続可能な発展を追求することを目指し、共同利用型モデルを

実現するため、基幹放送局設備の保有・管理から放送サービス

の提供までを一貫して担う事業等を行う。 

３ 出資の相手方 

（１）商号 

株式会社日本ブロードキャストネットワーク 

（２）本店の所在地 

東京都渋谷区神南２－２－１（ＮＨＫ放送センター内） 

（３）代表取締役 

  社長 吉見 智文 

４ 出資の方法 全額現金出資 

５ その他参考となるべき事項 

・ 株式会社日本ブロードキャストネットワーク（以下「同社」

という。）に対しては、令和６年 12 月の設立に当たって管理

費用分の１億円の出資を行った。また、令和７年３月に、上

記の管理費用分とは別に、共同利用型モデルの確立や本格段

階移行後に適切な事業管理を可能とするためのガバナンス

構築に必要な経費として、7.78 億円の出資を行った。その後、

共同利用型モデルを実現するための諸準備を整えてきたと

ころであり、中継局共同利用推進全国協議会総会での民間放

送事業者との合意に基づき、事業を本格的に開始するための

増資（出資）に係る認可申請を行うものである。 

・ 同社は、極微小電力中継局の整備・運用等を集約的に行い、

放送事業者個社又はエリア単位での整備・運用等よりも、コ

スト効率の向上とサービス品質の安定化を図ることで、放送

ネットワークの末端に位置する極微小電力中継局の運用効

率を高めることにより、放送インフラの持続可能性の確保を

目指すこととしている。 

・ このため、同社は、基幹放送局設備の更新や、基幹放送事

業者から継続利用可能な資産の引き取りを行った上で、協会

その他の基幹放送事業者との契約に基づき、同社が保有する

基幹放送局設備を当該事業者の地上基幹放送の業務の用に

供する業務等を行う。また、ブロードバンド等代替支援事業

などを含む将来のネットワーク維持に向けた対応を行う。 

別紙１ 
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審査の結果 

 

項     目 適否 概           要 

１ 出資の目的 

（法第 20条第１項第１号

の業務を効率的に遂行

するための出資か。） 

 

適 本件申請は、放送法（昭和 25年法律第 132号。

以下「法」という。）第 20条の２の規定に基づき、

基幹放送局提供子会社（以下「（株）日本ブロード

キャストネットワーク」という。）への出資につい

て、日本放送協会（以下「協会」という。）から申

請があったものである。 

（株）日本ブロードキャストネットワークへの

出資は、極微小電力中継局の整備・運用等を集約

的に行い、放送事業者個社又はエリア単位での整

備・運用等よりも、コスト効率の向上とサービス

品質の安定化を図ることで、放送ネットワークの

末端に位置する極微小電力中継局の運用効率を高

め、法第 20条第１項第１号の業務を効率的に遂

行することができるものであり、審査項目に適す

るものと認められる。 

２ 出資額 

（協会の収支予算、事業計

画及び資金計画に定め

られているか。） 

適 協会の令和８年度収支予算、事業計画及び資金

計画において、極微小電力中継局の共同利用事業

に向けた費用として、資本支出の区分に 191.22億

円が計上されている。 

３ 出資の相手方 

（法第 20 条の２第１項各

号に掲げる業務を行う

ことを主たる目的とす

る会社か。） 

適 （株）日本ブロードキャストネットワークは、基

幹放送局設備の保有・管理等の業務により放送業

界全体の持続可能な発展を追求するため、①基幹

放送局設備の保有・管理業務及び②基幹放送事業

者との契約に基づき、保有する基幹放送局設備を、

当該基幹放送事業者の地上基幹放送の業務の用に

供する業務等を目的とする会社であり、法第 20条

の２第１項各号に掲げる業務を行うことを主たる

目的とする会社に該当する。 

４ 出資の相手方の株式

保有等 

（協会が子会社として保

有するか。） 

適 （株）日本ブロードキャストネットワークの総

株主の議決権の過半数を協会が有するため、法第

20条の２第１項の要件を満たすと認められる。 

別紙２ 
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２０２６年４月２８日  

総 務 大 臣 

林 芳 正 殿 

日 本 放 送 協 会 

会 長  井 上 樹 彦 

基幹放送局提供子会社への追加出資の認可申請について 

放送法第20条の2の規定に基づき、基幹放送局提供子会社への出資を行いたいので、

放送法施行規則第15条に規定する別紙の書類を添えて、認可申請いたします。 



別 紙 

１ 出資しようとする金額 

１９１．２２億円 

２ 出資しようとする理由 

基幹放送局設備の保有・管理等の業務により放送業界全体の持続可能な発展を

追求することを目指し、共同利用型モデルを実現するための具体事業として、基

幹放送局設備の保有・管理から放送サービスの提供までを一貫して担う事業等を

行うため。 

３ 出資の相手方 

（１）商号

株式会社日本ブロードキャストネットワーク

（２）本店の所在地

東京都渋谷区神南２－２－１ （ＮＨＫ放送センター内）

（３）代表取締役

社長 吉見 智文

４ 出資の方法 

全額現金出資 

５ その他参考となるべき事項 

同社に対しては、２０２４年１２月、基幹放送局提供子会社の設立にあたり管

理費用分の１．０億円の出資を行った。また、２０２５年３月に、この管理費用

分を除き、共同利用型モデルの確立や本格段階移行後に適切な事業管理を可能と

するためのガバナンス構築に必要な経費として、７．７８億円の出資を行った。

その後、共同利用型モデルを実現するための諸準備を整えてきたところであり、

中継局共同利用推進全国協議会総会での民間放送事業者との合意に基づき、今回

はその具体事業を開始するための増資（出資）に係る認可申請を行うものであ

る。 

放送事業者個社あるいはエリア単位で極微小電力中継局（ミニサテ局）の設備

の更新・運用等を行うよりも、同社が集約的に更新・運用等を行うことで、コス

ト効率の向上とサービス品質の安定化を図り、これにより、放送ネットワークの

末端に位置するミニサテ局の運用効率を高め、もって放送インフラの持続可能性

の確保を図るため、同社が設備更新や継続利用可能な資産の引き取りを行った上

で、放送事業者との契約に基づき、当該基幹放送局設備を地上基幹放送の業務の



用に供する業務を行う。また、ブロードバンド等代替支援事業などを含む将来の

ネットワーク維持に向けた対応を行う。

出資については、現時点では協会の出資のほか、民間放送事業者からの出資を

見込んでいる。 

＜参考資料＞ 

(１)定款（変更案）

(２)本格事業開始後の事業計画及び年度毎の収支見込

(３)放送ネットワークの効率化・維持に向けた取り組みとしての出資・出

捐の全体像を示す資料



<別添資料> 

（１）出資の相手方の定款

資料１のとおり

（２）出資の相手方の役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

資料２のとおり

（３）出資の相手方の財務諸表及び事業報告

資料３のとおり



株式会社日本ブロードキャストネットワーク

定  款

（案）

設立  ２０２４年１２月２５日

改正  ２０２５年 ２月１０日

２０２６年 ６月●●日

参考資料（１）



第１章 総 則

（商号）

第１条  当会社は、株式会社日本ブロードキャストネットワークと称し、英文では、 
Ｊ－ＢＮと表示する。

（目的）

第２条  当会社は、基幹放送局設備の保有・管理業務ならびに基幹放送局設備の共

同利用に関する事業を行うことにより、放送業界全体の持続可能な発展を

追求することを目的とし、次の事業を営む。

（１）基幹放送局設備の保有・管理業務

（２）基幹放送事業者との契約に基づき、保有する基幹放送局設備を、当該基幹

放送事業者の地上基幹放送の業務の用に供する業務

（３）将来の放送ネットワーク維持・効率化に向けた伝送技術の導入促進に関す

る業務

（４）前各号の業務に附帯する業務

（本店の所在地）

第３条  当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

（機関）

第４条  当会社は、次の機関を置く。

（１）株主総会

（２）取締役会

（３）監査役

（４）監査役会

（５）会計監査人

（公告方法）

第５条  当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第２章 株 式

（発行可能株式総数）

第６条  当会社の発行可能株式総数は、２５０，０００株とする。



（募集株式の発行）

第７条  当会社が募集株式を発行する場合、その募集事項の決定は、株主総会の特

別決議によって行う。

（株式の譲渡制限）

第８条  当会社の株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。

（名義書換等）

第９条  当会社の株主名簿の名義書換その他株式に関する取り扱いは、法令又は定

款に定めるものを除き、取締役会の定めるところによる。

（基準日）

第１０条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権

を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利

を行使することができる株主とする。

２ 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告を

して臨時に基準日を定め、その日の最終の株主名簿に記載又は記録された

株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主

又は登録株式質権者とすることができる。ただし、当該基準日の２週間前

までに、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利（基準日

から３ヶ月以内に行使するものに限る。）の内容を定めた事項を公告しな

ければならない。

（株主の住所等の届出）

第１１条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、

当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届

け出なければならない。届出事項の変更を生じたときも、その事項につき

同様とする。

第３章 株 主 総 会

（招集）

第１２条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、

臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。

２ 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づ

き、代表取締役がこれを招集する。ただし、代表取締役に事故があるとき

は、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、他の取締役が招集す

る。



３ 株主総会の招集通知は、会日の１週間前までに、その総会において議決権

を行使することができる各株主に対して発する。

（議長）

第１３条 株主総会の議長は、代表取締役がこれにあたる。ただし、代表取締役に事

故があるときは、前条第２項ただし書きの規定を準用する。

（株主総会の決議と決議の省略）

第１４条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出

席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行

う。

２ 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案した場合にお

いて、当該提案につき株主（当該事項について議決権を行使することがで

きるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

したときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみな

す。

（議決権の代理行使）

第１５条 株主は、他の議決権を有する株主に委任してその議決権を行使できる。こ

の場合、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければ

ならない。

第４章 取締役及び取締役会

（取締役の員数）

第１６条 当会社の取締役は５名以内とする。

（取締役の選任）

第１７条 当会社の取締役の選任の決議は、株主総会において、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数をもって行う。

２ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

（取締役の任期）

第１８条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。なお、再任を妨げない。

２ 補欠または増員により選任された取締役の任期は、その選任時に存在する

取締役の任期の満了すべき時までとする。



（取締役会の招集）

第１９条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招

集する。代表取締役に事故があるときは、第１２条第２項ただし書きの規

定を準用する。

２ 取締役会の招集通知は、会日の１週間前までに各取締役及び各監査役に発

するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮する

ことができる。

３ 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締

役会を開催することができる。

（取締役会の議長）

第２０条 取締役会の議長は、代表取締役がこれにあたる。代表取締役に事故がある

ときは、第１２条第２項ただし書きの規定を準用する。

（取締役会の決議）

第２１条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。

２ 取締役会の議事は、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成

し、出席した取締役及び監査役はこれに署名若しくは記名押印又は電子署

名して会社に保管する。

（取締役会決議の省略）

第２２条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした

場合において、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わるこ

とができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったもの

とみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述べたときは、この

限りでない。

（取締役会規程）

第２３条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるものを除き、取締役会の

定める取締役会規程による。

（取締役の報酬等）

第２４条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産

上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会において定める。

（代表取締役及び社長）

第２５条 取締役会の決議により、取締役の中から代表取締役１名を選定する。



２ 代表取締役は、社長として当会社を代表し、会社の業務を統括する。代表

取締役に事故があるときは、第１２条第２項ただし書きの規定を準用する。 

（取締役の責任免除）

第２６条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことによ

る取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度にお

いて、取締役会の決議によって免除することができる。

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締

役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責

任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責

任の限度額は、法令の定める額とする。

第５章 監査役及び監査役会

（監査役の員数）

第２７条 当会社の監査役は３名以上５名以内とする。

（監査役の選任）

第２８条 当会社の監査役の選任の決議は、株主総会において、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数をもって行う。

（常勤の監査役）

第２９条 監査役会は、常勤の監査役を選定する。

（監査役の任期）

第３０条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。

２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了するときまでとする。

（監査役会の招集）

第３１条 監査役会は、原則として、常勤の監査役がこれを招集する。

２ 監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に発するものとする。

ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

３ 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催す

ることができる。



（監査役会規程）

第３２条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるものを除き、監査役会の

定める監査役会規程による。

（監査役の報酬等）

第３３条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

（監査役の責任免除）

第３４条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことによ

る監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度にお

いて、取締役会の決議によって免除することができる。

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間に、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 

第６章 会計監査人 

（会計監査人の選任）

第３５条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

（会計監査人の任期）

第３６条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までとする。

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったと

きは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

（会計監査人の報酬等）

第３７条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

第７章 計 算

（事業年度）

第３８条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。 

（期末の配当）

第３９条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年３月３１日を基準日として、金



銭による剰余金の配当を行うことができる。

（配当金の除斥期間）

第４０条 配当金が、支払開始の日から満３年を経過しても受領されないときは、当

会社はその支払の義務を免れる。

２ 未払の配当金には、利息をつけない。
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（株）日本ブロードキャストネットワーク（J-BN） 

事業計画（案） 

2026 年４月 

参考資料（２） 



2026 年４月 

株式会社日本ブロードキャストネットワーク（J-BN） 

事業計画（案） 

【事業計画概要】 

株式会社日本ブロードキャストネットワーク（以下「J-BN」）は、基幹放送局設備の保

有および管理等の業務を通じて、放送業界全体の持続可能な発展を追求することを

目的としている。 

具体的には、放送事業者が運用する送信設備のうち、全国約 560 局（NHK からの

出資により行う共同利用の対象約 480 局に、NHK 単独局である約 80 局を加えた局

数）に及ぶ極微小電力中継局（ミニサテ局）を J-BN が引き受け、自社設備として保

有・運用することで、効率的かつ安定的な放送ネットワークの維持に寄与するものであ

る。 

2026 年度内に事業を開始し、2034 年度までには対象のミニサテ局すべてを保有

し、運用を開始することを目指している。 

また、ブロードバンド等代替（BB 等代替）などを含む将来のネットワーク維持・効率

化に向けた伝送技術の導入促進に関する業務については、業界の動向や技術の進

展などを踏まえながら対応していく。 

2 
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【事業計画】 

（事業内容） 

J-BN は、放送法第 20 条の２に基づき、①「基幹放送局設備の保有・管理業務」、②

「基幹放送事業者との契約に基づき、保有する基幹放送局設備を、当該基幹放送事

業者の地上基幹放送の業務の用に供する業務」を行う。具体的には、全国に点在す

るミニサテ局を対象に、設備の保有・管理から放送サービスの提供までを一貫して担う

事業を展開する。これにより、放送ネットワークの末端に位置するミニサテ局の運用効

率を高め、放送インフラの持続可能性を確保することを目的とする。 

本事業では、放送事業者が従来個別に管理していたミニサテ局の設備を J-BN が

集約的に更新・運用することで、コスト効率の向上とサービス品質の安定化を図る。対

象は共同建設局および NHK 単独局の全国約 560 局である。 

具体的な事業内容は以下のとおりである。 

1. 設備更新

全国の放送事業者が保有するミニサテ局において、放送事業者と放送局設備供

給契約を締結し、老朽化した送信機等の設備を J-BN が更新し、放送局免許を

取得する。以降も設備の劣化状況に応じて適宜更新を行い、安定した放送サー

ビスの継続を図る。対象は、共同建設局および NHK 単独局の計約 560 局を想

定している。

2. 継続利用可能な資産の引き取り

J-BN が送信機を更新するミニサテ局において、継続利用が可能な土地や鉄塔

等、放送事業者が保有する資産は、J-BN が引き取り、放送サービスの基盤として

活用する。 

3. 放送事業者との契約に基づき、基幹放送局設備を地上基幹放送の業務の用に

供する業務

放送法および電波法上の免許人として、放送事業者と締結した放送局設備供給

契約に基づき、J-BN が保有する設備を管理し、放送事業者のコンテンツを対象

エリアの視聴者に安定的に届ける。これにより、地域における放送の継続性と品

質の向上を実現する。 
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4. 将来のネットワーク維持・効率化に向けた対応

J-BN では、将来のネットワーク維持・効率化に向けて、BB 等代替などを含む伝

送技術の導入促進を行う。本取り組みに際しては、放送業界の動向に加え、ネッ

トワーク技術の進展や、通信インフラの整備状況、関連制度の整備状況などを考

慮しつつ対応していく。 

（事業スケジュール） 

J-BN は 2026 年度中に NHK をはじめとする放送事業者からの出資を受け、本格

事業会社に移行し、事業を開始する。2026 年度前半に、オフィス移転等の体制整備

や制度設計を進める。事業開始後は、設備調達および資産引き取りを段階的に実施

し、2034 年度までに全国約 560 局のミニサテ局において放送サービスを提供できる

体制の構築を完了する計画である。 

本事業は、以下の４つのフェーズに分けて展開する。 

1. 準備期（～2026 年度）

事業開始に向けて、以下の準備業務を実施する。 

 サービス概要の策定

 オフィス移転、各種システムおよび業務規程の整備

 各ミニサテ局の詳細諸元および設備現況の調査

 引き取り対象資産の確認・評価

 設備引き取り額の算定および契約準備

 送信機・リングアンテナ・非常用バッテリー等、約 560 局分の一括調達準備

 全国の保守業者・工事業者の選定

 基幹放送局に関する無線局免許申請手続きの開始

2. 事業開始期（2026 年度～2028 年度）

2026 年度に事業を開始し、2028 年度には最初のミニサテ局において設備の引き

取りおよび送信機の更新を実施する。これにより、J-BN による放送サービスの提

供を開始する。2028 年度末時点での運用局数は約 14 局を予定している。更新

対象設備には、送信機、リングアンテナ、非常用バッテリー等が含まれる。

3. 展開期（2029 年度～2034 年度）

2029 年度以降、順次設備の引き取りおよび更新を進め、2034 年度までに全国の

対象局における更新を完了する。設備更新は、劣化状況に応じて段階的に実施

し、放送サービスの安定供給を確保する。
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4. 安定期（2035 年度～）

2035 年度以降は、取得済み設備の維持・管理を通じて、全国約 560 局のミニサ

テ局において安定的な放送サービスを提供し、本事業の体制を確立する。

ミニサテ運用局数の推移（２０２８年から７年間で更新を完了）

年度 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

更新局数 14 100 98 93 106 82 73 

年度末 

運用局数 

14 114 212 305 411 493 566 
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（資金計画） 

本事業の遂行にあたっては、設備更新・資産取得・運用体制の構築等に係る多額

の初期投資が必要となる。特に、全国約 560 局分の送信機・リングアンテナ・非常用

バッテリー等の一括調達、既存資産の引き取り、免許申請に伴う手続き費用、保守・工

事業者との契約費用などが主要な支出項目となる。 

資金調達については、以下の方針に基づき実施する。 

1. 初期投資資金

2026 年度から 2028 年度にかけての設備調達および体制整備に必要な資金は、

自己資金を主体とする。

2. 運用資金

事業開始後の設備維持・管理費、保守費等の運用資金については、放送事業者

からのサービス利用料収入を主な財源とし、同じ年度中に利用料として回収する

ことで安定的なキャッシュフローの確保を図る。

2034 年度までに全局の更新を完了し、以降は設備の維持・更新を中心とした安定

的な運用フェーズに移行することから、中長期的な収支の均衡を目指す。また、設備

調達にあたっては 2026 年度に設置される予定の NHK 財団の基金からの助成金を活

用する。 
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〇損益計算書 売上・利益（億円） 

※収入 サービス利用料収入、助成金収入 等

※費用   設備の更新費用（製作費、工事費等）、既存資産の引き取り費用 

設備の運用費用（保守費用、電波利用料、電気代等） 等 
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〇貸借対照表 純資産（億円） 

〇キャッシュフロー計算書 期末現金残高（億円） 
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【参考資料(３）放送ネットワークの効率化・維持に向けた取り組みとしての

出資・出捐の全体像を示す資料】

放送ネットワークの効率化・維持に向けた取り組みについて

（出資・出捐の全体像）

２０２６年４月

参考資料（３）



NHK経営計画
(2024-2026)＜２０２５年１月修正＞

2
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放送ネットワーク効率化「共同利用型モデル」の概要
（中継局共同利用推進全国協議会総会（2025年１２月５日開催）において合意）

還元目的積立金 ６００億円

(NHK)

＜還元目的積立金の配分イメージ＞

共同利用会社
（Ｊ-ＢＮ）

▼ミニサテ局共同利用事業

▼ＢＢ等代替支援事業

基金
（NHK財団を想定）

 還元目的積立金６００億円を原資として、

を行うことで、放送ネットワーク共同利用の促進と

効率的な維持管理を実現する。

 J-BNによるミニサテ共同利用事業と基金による中

継局更新経費助成事業との相乗効果・相互補完で、

放送ネットワークの維持・高度化を図る。

 これまで検討してきた仕様の共通化や一括調達、

人材確保施策等は、最大限活用する。

ミニサテライト局
共同利用

基金による
経費助成

出資：200億円 出捐：400億円

▼将来のネットワーク維持

▼中継局共同整備助成事業
※対象はミニサテ/小規模局

  （J-BN含む）

（８．７８億円は２０２４年度に出資済み）

❶ 共同利用会社（J-BN）による全国約４８０局の
ミニサテ共同利用事業

※ なお、還元目的積立金６００億円等を盛り込んだNHK令和８年度収

支予算、事業計画及び資金計画は国会において、３月末に承認された。



株式会社日本ブロードキャストネットワーク 

定  款 

設立 ２０２４年１２月２５日 

改正 ２０２５年 ２月１０日

資料（１）



 

 

第１章 総 則 

 
（商号） 

第１条 当会社は、株式会社日本ブロードキャストネットワークと称し、英文では、 

J-BNと表示する。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 

（１） 基幹放送局設備の保有・管理等の業務により放送業界全体の持続可能な発展を追

求すること。 

（２） 基幹放送局設備等の取得計画、標準仕様等の策定 

（３） 共同利用型モデルの導入にむけた入札方式の検討及び競争入札の実施 

（４） 基幹放送局の保有・管理等の事業の料金体系等の検討 

（５） 前各号の業務に附帯する業務 

 

第３条 前条に定める業務の遂行にあたっては、日本放送協会、日本テレビ放送網株式

会社、株式会社テレビ朝日、株式会社ＴＢＳテレビ、株式会社テレビ東京、及び株

式会社フジテレビジョンによる合意を前提とすることを理念とする。 

 

（本店の所在地） 

第４条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 

 

（機関） 

第５条 当会社は、株主総会及び取締役、監査役を置く。 

 

（公告方法） 

第６条   当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

（改正 ２０２５年２月１０日） 

 

第２章 株 式 

 
（発行可能株式総数） 

第７条 当会社の発行可能株式総数は、４０，０００株とする。 

 

 

（株式の譲渡制限） 



第８条 当会社の株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を要する。 

（名義書換等） 

第９条 当会社の株主名簿の名義書換その他株式に関する取り扱いは、法令又は定款

に定めるものを除き、取締役の定めるところによる。 

（相続人等に対する売渡しの請求） 

第１０条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、

当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 

（基準日） 

第１１条  当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を

有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行

使することができる株主とする。 

２  前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告をして一定の日を定め、そ

の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、

その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができ

る。 

（株主の住所等の届出） 

第１２条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当

会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出

なければならない。届出事項の変更を生じたときも、その事項につき同様と

する。 



 

 

第３章 株 主 総 会 

 
（招集） 

第１３条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、

臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 

２   株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長がこれを招

集する。ただし、代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の

過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。 

３   株主総会の招集通知は、会日の１週間前までに、その総会において議決権を行 

使することができる各株主に対して発する。 

 

（議長） 

第１４条 株主総会の議長は、代表取締役社長がこれにあたる。ただし、代表取締役社

長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序によ

り、他の取締役が議長となる。 

 

（決議） 

第１５条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席

した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第１６条 株主は、代理人によって議決権を行使できる。この場合、代理権を証明する

書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 

 

 

第４章 取締役 

 
（取締役の員数） 

第１７条 当会社の取締役は１名以上とする。 

 

（取締役の選任） 

第１８条 取締役の選任の決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をも

って行う。 

２    取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 

 



 

 

 

（取締役の任期） 

第１９条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとする。 

 

（取締役の報酬等） 

第２０条    取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上   

の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会において定める。 

 

（代表取締役及び社長） 

第２１条 取締役が２名以上の場合は、そのうち１名を代表取締役として、取締役の互

選によってこれを定める。 

２ 代表取締役は、社長として当会社を代表し、専ら会社の業務を執行する。 

 

 

第５章 監査役 

 
（監査役の員数） 

第２２条 当会社は、監査役２名以内を置く。 

 

（監査役の選任） 

第２３条  当会社の監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数

をもって行う。 

 

（監査役の任期） 

第２４条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとする。 

２    任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任

した監査役の任期の満了するときまでとする。 

 

（監査役の報酬等） 

第２５条   監査役の報酬は、株主総会の決議によって定める。 

 

 

 

 



 

 

第６章 計 算 

 
（事業年度） 

第２６条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。 

 

（期末の配当） 

第２７条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年３月３１日を基準日として、金銭

による剰余金の配当を行うことができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第２８条 配当金が、支払開始の日から満３年を経過しても受領されないときは、当会

社はその支払の義務を免れる。 

２ 未払の配当金には、利息をつけない。 

 

 

第７章 附 則 

 
（設立に際して出資される財産の価額） 

第２９条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金１億円とする。 

 

（最初の事業年度） 

第３０条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から２０２５年３月３１日

までとする。 

 

（設立時役員等の選任） 

第３１条 当会社の設立時取締役及び設立時監査役は、次のとおりとする。 

設立時取締役    吉見 智文 

設立時監査役    長南 吉正 

 

（発起人の名称及び住所） 

第３２条 会社の発起人の名称及び住所は、次のとおりである。 

東京都渋谷区神南二丁目２番１号 

日本放送協会 

 

（設立時発行株式に関する事項） 

第３３条 当会社の設立に際して発行する株式（以下「設立時発行株式」という。）

の総数は、普通株式１，０００株とし、発起人がその全部を引き受ける。 



２ 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の総額は、 

金１億円とする。 

３ 成立後の当会社の資本金及び資本準備金の額は、次のとおりとする。

資本金の額 金 ５,０００万円 

資本準備金の額 金 ５,０００万円 



以上、株式会社日本ブロードキャストネットワーク設立のため発起人の定款作成代理人

である司法書士法人吉田総合司法事務所は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電

子署名する。 

２０２４年１２月１８日 

発起人 東京都渋谷区神南二丁目２番１号

日本放送協会 

会長 稲葉 延雄 

上記発起人の定款作成代理人 東京都渋谷区道玄坂一丁目９番２号 

司法書士法人吉田総合司法事務所 

代表社員 中島 英樹 



（資料２） 
出資の相手方の役員について 

取締役（2024 年 12 月 25日就任） 
    氏 名  吉見 智文 

    　　　　住 所

    略 歴 

監査役（2025 年 6 月 27日就任） 
    氏 名  齋藤 至孝 

   　　　　 住 所   
    略 歴 

1988 年 4月 日本放送協会 入局 
2023 年 7月 技術局専任局長 
2024 年 8月 技術局システムソリューション 

センター統括部長
2024 年 12月 技術局付（日本ブロードキャストネ

ットワーク出向） 

1992 年 4月 日本放送協会 入局 
2020 年 8月 技術局開発センター制作施設部長 
2023 年 7月 内部監査室監査部専任部長（現職） 
2025 年 6月 日本ブロードキャストネットワー

ク監査役



第１期 計 算 書 類 

自 ２０２４年１２月２５日 

至 ２０２５年 ３月３１日 

株式会社 日本ブロードキャストネットワーク

資料（３）－１



（単位：千円）

金 額 金 額

866,039 2,686

現 金 及 び 預 金 866,037 1,461

そ の 他 流 動 資 産 2 1,224

2,686

863,353

439,000

439,000

439,000

▲ 14,646

▲ 14,646

繰 越 利 益 剰 余 金 ▲ 14,646

863,353

866,039 866,039

貸　借　対　照　表

（2025年3月31日　現在）

科 目 科 目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

資 本 金

流 動 資 産 流 動 負 債

未 払 金

未 払 法 人 税 等

負 債 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本

純 資 産 合 計

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。



（単位：千円）

- 

- 

売 上 総 利 益 - 

14,588

営 業 損 失 14,588

受 取 利 息 14 14

経 常 損 失 14,574 

14,574 

72 

14,646 

売 上 高

損　益　計　算　書

自　2024年12月25日

至　2025年３月31日

科 目 金 額

当 期 純 損 失

売 上 原 価

販 管 費 お よ び 一 般 管 理 費

営 業 外 収 益

税 引 前 当 期 純 損 失

法人税、住民税および事業税

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。



（単位：千円）

利益剰余金

その他
利益剰余金

繰越利益剰余金

-            -            -            -            -            -            

新株発行による増加 439,000 439,000 439,000 -            878,000 878,000

当期純損失 -            -            -            ▲ 14,646 ▲ 14,646 ▲ 14,646

439,000 439,000 439,000 ▲ 14,646 863,353 863,353

2025年３月31日残高 439,000 439,000 439,000 ▲ 14,646 863,353 863,353

株主資本等変動計算書

自　2024年12月25日
至　2025年３月31日

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

2024年12月25日残高

当事業年度中の変動額

当事業年度中の
変動額合計

 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。  

 



個 別 注 記 表 

 

記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の処理の方法 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除

対象外消費税等は当事業年度の期間費用としている。 

 

2．貸借対照表関係の注記  

関係会社に対する金銭債権および債務 

① 短 期 金 銭 債 権 ･････････････            - 千円 

② 短 期 金 銭 債 務 ･････････････             1,173千円 

 

3．損益計算書関係の注記  

関係会社との取引高 

・販管費および一般管理費 ･････････････          9,279千円 

 

4．株主資本等変動計算書に関する注記  

（１）当該事業年度の末日における発行済株式の数 

   発行済株式     普通株式 8,780 株  

 

（２）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

      該当なし  

 

（３）当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

２０２５年６月２７日開催予定の定時株主総会での配当に関する付議

事項はない。 

 

 

 



5．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

 当社は、原則として安全性の高い運用を基本とする資金運用規程

に基づき、短期運用の預金として保有し、投機的な取引は行わない

方針である。 

② 金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制

未払金は、１年以内の支払期日である。また、未払金は、流動性

リスクにさらされているが、当社では月次で資金計画を作成するな

どの方法により管理している。 

（２）金融商品の時価等に関する事項

２０２５年３月３１日における貸借対照表計上額、時価およびこれら

の差額については次のとおりである。 

（単位：千円） 

貸借対照表 

計上額（※１） 
時価（※１） 差額 

現金及び預金 866,039 866,039 ― 

未  払 金 （1,461） （1,461） ― 

（※１）負債に計上されているものについては、（ ）で示している。 

（注１）金融商品の時間の算定方法およびデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

現金及び預金 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっている。 

負 債 

未払金 

 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっている。 



6．関連当事者との取引に関する注記 

（１）親会社および法人主要株主等

（単位 千円） 

属性  会社等の名称  
議決権等の所有  

（被所有）割合  

関連当事者

との関係  
取引の内容  取引金額  科目  期末残高  

親会社  日本放送協会  
被所有  

直接 100％  

役員の  

兼任・出向者

の受入  等  

出向者給与  

賃料  等  

増資の引受  

7,559 

1,719 

778,000 

（※２）

未払金  

―  

1,173 

―  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）出向者給与については、出向元の給与を基準に双方協議の上、決定し

ている。 

（注２）日本放送協会が当社の行った第三者割当増資を１株につき１０万円で

引き受けたものである。 

7．1 株当たり情報に関する注記 

(１)1 株当たり純資産額 98,311 円 80 銭 

(２)1 株当たり当期純損失  1,668 円 19 銭 

8．重要な後発事象に関する注記 

 該当なし 



第 1 期 事 業 報 告 

自 ２０２４年１２月２５日 

至 ２０２５年 ３月３１日 

株式会社 日本ブロードキャストネットワーク 

資料（３）－2
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Ⅰ．会社の現況に関する事項 

１．事業の経過および成果 

日本放送協会（以下ＮＨＫと言います。）の子会社である日本ブロードキャストネ

ットワーク（Ｊ－ＢＮ）は、２０２４年１２月２５日にＮＨＫの１００％出資により

設立されました。 

当社は、基幹放送局設備の保有・管理等の業務により、放送業界全体の持続可能な

発展を追求することを目的としています。現在は、サービス開始前の準備段階として

の位置づけであり、サービス開始を可能とするための諸準備を整え、２０２５年度内

に本格段階への移行を目指しています。 

 設立時より、ＮＨＫ放送センター内にオフィスを設置し、２０２４―２０２５年度

事業計画の策定、親会社であるＮＨＫへ追加出資の要請を行ったほか、本格段階に向

けてガバナンス体制の確立に向けた準備を開始しました。また、共同利用型モデルの

検討状況について、全国の放送事業者向けに説明会を開催したほか、全国で検討を主

導した地域協議会のクリーンチームが保有するデータを引き継ぐ作業を進めました。 

当期における具体的な取り組み内容は以下の通りです。 

 

（１）  ビジネスモデルの確立 

中継局共同利用に向けてはこれまで、放送事業者等で構成される各地域の協議会

において経済合理性の観点で検討を進めてきました。当社では、これらの検討結果を

引き継ぎ、全国的な視点での放送業界全体の持続可能性を追求していくことにして

います。データには、業者からの見積もりや、各放送事業者の人件費等のセンシティ

ブデータが含まれることから、セキュリティに配慮しながらデータの引き継ぎを進

めました。当社では、全国から集められたデータの集計・分析を開始し、その一部を

全国協議会や全国の放送事業者に報告しました。 

 また、中継局共同利用を支える業者体制の確立に向けて、現状把握のためにヒヤリ

ングも開始しました。 

 

（２）  本格体制に向けたガバナンス構築 

設立後、準備段階として必要な制度の整備や業務遂行に必要なシステム、体制を確

保しました。２０２５年度に予定している本格段階には、新たな出資やＮＨＫ以外か



らの要員の受け入れ、規程や制度の整備が必要となることから、これらに対応するた

めの弁護士等、外部の専門家との契約を完了しました。 

 

（３）  要員増員（２名） 

 ２月１日にＮＨＫからの出向２名を従業員として受け入れ、役員１名とあわせて

３名の体制となりました。 

 

（４）  増資 

 ２月１９日にＮＨＫからの追加出資（７．７８億円）を受け入れました。そのうち

３．８９億円を資本金に組み入れた結果、合計４．３９億円となっています。残り、

３．８９億円は、資本準備金に組み入れ、合計４．３９億円となっています。 

 

２．対処すべき課題 

当社は本格段階においては、共同利用サービス、共同保守運用サービス、ＢＢ等代

替サービス（いずれも仮称）の事業を展開する予定です。必要な調査や検討をすすめ、

これらのサービス料金を設定することが喫緊の目標となっています。さらに収支見

通しを含む中期的な事業展開をまとめ、安定した事業運営を目指していきます。 

あわせて、本格段階にむけて事業や会社運営に必要なシステム・セキュリティ体制

の整備やＮＨＫ以外の要員を受け入れるための規程・制度の整備、さらに要員増に対

応できるオフィス移転の準備を進めます。 

 

３．設備投資等の状況   

該当事項はございません。 

 

４．資金調達の状況 

  自己資金で充当しています。 

 

５．事業譲渡・吸収分割または新設分割の状況 

該当事項はございません。 

 



６．事業譲受の状況 

  該当事項はございません。 

 

７．他の会社の株式その他の持ち分または新株予約権等の取得の状況 

  該当事項はございません。 

 

８．財産および損益の状況の推移 

       （単位：千円）  

区   分  第 1 期 
(2025 年 3 月期 ) 

営 業 収 益 ―  

営 業 損 失 １４，５８８ 

経 常 損 失 １４，５７４ 

当 期 純 損 失 １４，６４６ 

１株当たり当期純損失  １，６６８円１９銭 

総 資 産 ８６６，０３９ 

純 資 産 ８６３，３５３ 

 

９．主要な事業内容 

（１） 基幹放送局設備等の取得計画、標準仕様等の策定 

（２） 基幹放送局の保有・管理等の事業の料金体系等の検討 

 

１０．主要な事業所等  

本  社  東京都渋谷区神南二丁目２番１号  

 

１１．従業員の状況  

従 業 員 うちＮＨＫ出向者 
２名 ２名 

注：  役員は含みません  

 

１２．重要な親会社の状況  



（１）親会社との関係  

当社の親会社は、ＮＨＫであり、当社の株式８，７８０株を保有しており、これ

は当社の議決権比率の１００％ に当たります。  

当社は、放送法上の基幹放送局提供子会社であり、基幹放送局設備の保有・管理

等の業務により放送業界全体の持続可能な発展を追求すること、基幹放送局設備

等の取得計画、標準仕様等の策定すること、共同利用型モデルの導入にむけた入札

方式の検討及び競争入札の実施、さらに基幹放送局の保有・管理等の事業の料金体

系等を検討すること等を目的に設立されました。ＮＨＫと民放の中継局設備を取

得し共同で運用していくことなどにより、効率的に放送サービスを視聴者に提供

していきます。 

 

（２）  重要な子会社の状況  

 該当事項はござません。  

 

１３．主要な借入先と借入額  

該当事項はございません。  

 

Ⅱ．会社の株式に関する事項  

１．発行可能株式総数         ４０,０００株 

２．発行済株式の総数         ８,７８０株 

 （自己株式数                ０株） 

３．議決権総数                      ８,７８０個 

４．期末株主数                １名 

 ５．株 主 

株 主 名 持 株 数 持株比率 

日本放送協会 ８,７８０株 100.00％ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ . 会社役員に関する事項  

１．役員の地位、氏名、担当、兼職の状況     （２０２５年３月３１日現在）  

地 位 氏 名 担 当 
他の法人の代表または 

重要な兼職の状況 

代表取締役社長 吉見 智文 全体統括  

監査役（非常勤）  長南 吉正  ＮＨＫ内部監査室監査部主幹 

 
注１：  2024 年 12 月 25 日付で、吉見智文が代表取締役社長に、長南吉正が監査役（非常勤）に就

任しました。  
 

 

２．取締役・監査役の報酬総額                （単位：千円）  

役員部分  報酬の総額  
 

報酬等の種類別の総額  
対象役員数  

定額部分  変動部分  

取締役 

 
２，８５０  ２，８５０  －  １人  

監査役 
（社外役員を除く）  －  －  －  １人  

 
注：非 常 勤 監 査 役 １ 人 に 対 し て は 、 報 酬 を 支 払 っ て お り ま せ ん 。  
 

３．社外役員に関する事項  

社外監査役  

該当事項はございません。  

 
Ⅳ．業務の適正を確保するための体制および運用状況 

１．業務の適正を確保するための体制 

当社は、会社法第３６２条第４項第６号の規定や会社法施行規則の規定に従い、当

社の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム） は以下の通りです。 

 

１．当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制 

①当社は取締役、社員を含めた行動規範として、「日本ブロードキャストネットワ



ーク倫理・行動憲章と行動指針」を定め、この遵守を図っています。 

また、コンプライアンスを確保するため、コンプライアンス規程、インサイダ

ー取引防止規程、取引先との契約における暴力団等の排除に関する指針を定め、

全社的に法令遵守が確保される体制をとっています。 

 

②全社的な法令遵守の一層の推進を図るために、「役員規程」「経理規程」により、

取締役、社員の職務執行の透明性を向上させています。 

 

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①「株主総会議事録」については、適切かつ確実に保存・保管されています。 

 

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、当社の事業に係るリスクとして、投資的リスク、企業機密への不正ア

クセス・漏洩等情報セキュリティ的リスクなどを認識し、対応マニュアルの整

備等を進めています。また、公共放送グループの一員として、公金の扱いにつ

いては特に厳正を期し、万が一にも社会的な指弾を受けることのないよう注意

を払っています。さらにＮＨＫグループ全体にかかわるリスクについては、「Ｎ

ＨＫグループコンプライアンスおよびリスクマネジメントに関する規程」にも

とづいて、ＮＨＫに速やかに報告・連絡することにしています。 

②新たなリスクが発生した場合には、必要に応じ、速やかに対応する体制を構築

します。 

 

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①職務権限および職制を定め、職務権限と責任および指揮命令系統を明確にして

います。 

②重要な意思決定については、取締役などにより多面的に検討し、慎重に決定す

る仕組みを設けています。 

③年度事業計画を策定し、業績を把握し、適宜見直しを行っています。 

④さらに効率的に職務を執行するために、内部統制との関係を考慮しつつ、案件

に応じた職務権限の委譲を検討していきます。 



５．当社ならびにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制 

①親会社にあたるＮＨＫの子会社等の事業が適切に行われることを目的として、

「関連団体運営基準」により、事業運営およびこれに対するＮＨＫの指導・監

督等に関する基本的事項が定められており、当社も該当しています。 

②ＮＨＫは、「関連団体運営基準」に関する事項およびＮＨＫが指定する事項につ

いて、監査法人等に委嘱して関連団体の業務運営状況調査を実施し、監査法人

等の報告に基づき、関連団体に対し必要な指導・監督を行っており、当社も該

当しています。 

③ＮＨＫの監査委員は、ＮＨＫ役員の職務の執行を監査するため必要があるとき、

当社の事業の報告を求めたり、当社の業務および財産状況を調査できることに

なっており、その場合には、当社は、適切な対応を行います。 

④ＮＨＫは、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、不偏不党の立場を守っ   

て、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、良い放送を行うことを目的

とした法人です。 

また、放送法により、ＮＨＫに対する公共的規制は、国民の代表である国会を

中心として行われ、毎年度の予算・事業計画は国会での承認を要しています。 

ＮＨＫには、経営方針その他その業務の運営に関する重要事項を決定する権限と

責任を有する経営委員会が設置され、会長等による業務の執行と監督の機能とが

明確に分離され、適正なガバナンスが確保されており、業務の実施にあたっては、

「ＮＨＫ倫理・行動憲章」「行動指針」の策定、「通報窓口」の整備などにより、

適正が確保されていると理解しています。 

 

６．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項お

よび当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

①監査役からの求めがあった場合には、監査役の職務を補助すべき使用人として、

当社社員から監査役補助者を任命する。監査役補助者の任命、解任、人事異動、

賃金等については、監査役の同意を得た上で、取締役が決定します。 

②監査役補助者は、当社業務を兼務することができるが、監査役より監査業務に



必要な命令を受けた場合は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けない

ものとします。 

 

７．当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制、報告を

した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

①取締役または使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項の

内容を、監査役にそのつど報告するものとします。 

②監査役は、いつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求める

ことができます。 

③当社は、監査役に報告をした者に対して、その報告を行ったことを理由として

不利益な取扱いを行うことを禁止します。 

 

８．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い等に係る方針に関す

る事項、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払い、負担した債務の弁済

等の請求があったときは、当該請求に係る費用または債務が、監査役の職務の

執行に必要でない場合を除き、当該費用または債務を処理します。 

 

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社は、取締役 1 名で業務を適正に遂行するため、以下の体制を整備し、運用して

います。 

 取締役の職務執行に関する情報は、適切に保存・管理されており、必要に応じて迅

速にアクセスできる体制を整えています。 

リスク管理については、損失の危険を管理するため、親会社であるＮＨＫおよび、

定款第３条に基づき在京放送事業者と定期的に開催している会議において報告し、

リスク評価を実施しています。これにより、潜在的なリスクを早期に発見し、対策を

講じる体制を確立しています。 

業務の効率化：現在、役員と社員の計３名は、ＮＨＫからの出向者で構成されてお

り、整備に大きな経費や時間を要するネットワーク等インフラ設備については、当面



の間、ＮＨＫから貸与を受け、本格段階に向けて必要な設備の規模を精査し、整備す

ることとしています。また、ＩＴツールを活用し、業務の効率化を図っています。 

法令遵守：使用人の職務が法令および定款に適合するよう、研修等に参加すること

でコンプライアンス意識の向上を図っています。 

これらの体制により、当社は業務の適正を確保し、持続可能な経営を実現していま

す。 

 

※以上の報告の記載金額については、表示単位未満は切り捨てて表示しています。 

 



資料２ 

電波監理審議会審議資料

令和８年６月１５日

日本放送協会の一般財団法人ＮＨＫ財団への出捐認可

（令和８年６月１５日 諮問第２５号） 

（連絡先）

電波監理審議会について

総務省総合通信基盤局総務課

（松下課長補佐、後藤官、宮内官）

電話：０３－５２５３－５８２９

諮問内容について

総務省情報流通行政局放送政策課

（林田課長補佐、砂川係長、畦地係長、仲田官）

電話：０３－５２５３－５７７７

総務省情報流通行政局放送施設整備促進課

（小林課長補佐、日岐官）

電話：０３－５２５３－５８１０



諮問第 25号説明資料 

日本放送協会の一般財団法人ＮＨＫ財団への出捐認可 

１ 諮問の概要 

日本放送協会（会長 井上 樹彦）（以下「協会」という。）から、放送法（昭和 25年法律第 132号）第 20条第 12項の規定に基

づき、同条第２項第９号に定める業務として、一般財団法人ＮＨＫ財団（以下「ＮＨＫ財団」という。）に対する出捐の認可申請が

あった。 

本件に係る申請の概要は以下のとおりであり、本申請に対する認可に当たっての審査の結果については、別紙のとおりであるこ

とから、申請のとおり認可することが適当であると認められるため、法第 177 条第１項第２号の規定に基づき、電波監理審議会に

諮問する。 

項 目 概 要 

１ 業務の内容 

極微小電力中継局及び条件不利地域における小規模中継局に対する助成事業や、ブ

ロードバンド等代替等、将来の放送ネットワーク維持に向けた新たな伝送技術の開発

や導入促進等のための基金を設立するため、一般財団法人ＮＨＫ財団（以下「ＮＨＫ

財団」という。）に対して出捐を行うもの（以下「本件業務」という。） 

２ 業務を行うことを必要とする理由 

日本放送協会（以下「協会」という。）は、放送法（以下「法」という。）第 15条に

定められる目的の達成のために、放送ネットワーク設備の維持・更新による、視聴者

保護と放送事業の持続可能性の確保が必要となっている。 

加えて、人口減少や設備老朽化、物価上昇等により、条件不利地域における中継局

の維持が、協会及び民間放送事業者の双方にとって喫緊かつ重要な課題となってい

る。 

また、協会は、法第 20条第６項に基づき、法第 20条第１項第１号に定める国内基

幹放送業務を行うに当たって、民間放送事業者が法第 92 条の責務にのっとり講ずる

措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならないこととされている。 

１ 



このため、協会は、将来の受信料負担の軽減に貢献できるよう、協会の放送ネット

ワーク効率化に向けて取り組むとともに、民間放送事業者と協調し、コスト負担を抑

えつつ、持続可能な放送ネットワークを効率的に維持・高度化する観点から、ＮＨＫ

財団が、 

・放送技術・伝送技術に係る調査研究等の研究開発や送受信等に係る技術事業等を実

施してきた専門的知見を有すること 

・営利を目的とせず、民間企業の経営者や有識者等で構成される評議員会が、業務を

執行する理事を選解任する権限を有する等、社会貢献事業の推進等を目的とした一

般財団法人として、組織構造上、中立性が担保されていること

を踏まえ、ＮＨＫ財団に基金を設立し、放送事業者等に対する助成事業等を行うため、

ＮＨＫ財団に対し、400億円の出捐を行うものである。 

３ 業務の実施計画の概要 

ＮＨＫ財団において、極微小電力中継局や条件不利地域における小規模中継局に係

る放送事業者による共同整備（大規模災害時の復旧工事を含む。）及びブロードバン

ド等代替等、将来の放送ネットワーク維持に向けた伝送技術の開発や導入の支援を促

進する事業等への助成並びに将来を見据えた放送インフラの維持・具体化に取り組む

ための基金を令和８年度中に設立するため、協会からＮＨＫ財団に対し、400 億円を

出捐する。 

業務の実施に当たっては、運営委員会の設置や内部統制の体制の整備、外部監査に

より、公平性・透明性・公正性を担保した運営を確保する。また、公益目的に即した

合理的かつ継続的な運用を行う。 

さらに、協会は、基金のガバナンス確保のため、基金の状況等について財団から報

告を受け、適切なフォローアップを行う仕組みを構築する。基金のガバナンス確保に

係る責任及び資金拠出者としての説明責任を果たしつつ、財団における個々の助成判

断については、運営委員会による審査を尊重し、その独立性と透明性を確保する。 

４ 業務の収支見込み 令和８年度 支出 400億円 

５ 業務を行うために必要とする資金の 400億円 

２ 



額及びその調達方法 （令和８年度の収支予算、事業計画及び資金計画に計上済み） 

６ その他必要な事項 

ＮＨＫ財団に関しては、別紙３の参考１のとおりであり、新たにＮＨＫ財団に設立

する基金については同参考２、当該基金による助成内容については同参考３、本件業

務の実施に係る協会によるガバナンスについては同参考４のとおりである。 

２ 業務の実施時期 

認可の日以降、令和８年７月中にＮＨＫ財団に対し出捐（予定） 

３ 審査の結果 

本申請に対しては、別紙の審査結果を踏まえ、申請のとおり認可することが適当であると認められる。 

３ 



別紙 

審 査 結 果 

【審査結果】

項 目 適否 概 要

１ 放送及びその受

信の進歩発達に特

に必要な業務か

（放送法第 20条第

２項第９号） 

適 日本放送協会（以下「協会」という。）は、放送法（昭和 25年法律第 132号。以下「法」とい

う。）第 15条に定められる目的の達成のために、放送ネットワーク設備の維持・更新による、視

聴者保護と放送事業の持続可能性の確保が求められている。 

また、協会は、法第 20条第６項に基づき、法第 20条第１項第１号に定める国内基幹放送業務

を行うに当たって、民間放送事業者が法第 92 条の責務にのっとり講ずる措置の円滑な実施に必

要な協力をしなければならないこととされている。 

これらに基づく本件業務の実施により、 

・人口減少地域である離島や山間部等の条件不利地域に所在するために一世帯あたりの維持コ

ストが高いことに加え、老朽化が進み、可及的速やかな更新が必要となっている小規模中継局

４ 

＜参考＞ 

○ 放送法（昭和２５年法律第１３２号）（抜粋）

（業務） 

第二十条 （略） 

２ 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 

一～八 （略） 

九 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 

１２ 協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 



について、経済合理性が高い方法での共同整備経費に助成が行われること 

・小規模中継局よりもさらなる条件不利地域に所在し、一世帯当たりの維持コストが高く、維持

困難性が増す極微小電力中継局の共同整備経費に対して助成が行われること

から、視聴者保護及び放送事業者の持続可能性の向上に寄与するものとなっている。 

加えて、放送事業者が行うブロードバンド等代替等、新たな伝送技術の開発・導入促進等への

助成が行われることにより、将来の放送ネットワーク維持に向けた検討の推進に資すると考えら

れる。 

なお、協会は、本件業務の実施に当たって、上記助成事業の実施に必要な規定を定めるととも

に、 

・当該事業の実施状況や資金の運用状況等について、ＮＨＫ財団が協会に報告を行うこと

・経営委員会を含む協会とＮＨＫ財団の果たす役割

等を方針として明確化する等、本件業務の適正な実施のための措置を講じている。 

以上のことから、本件業務は審査項目に適するものと認められる。 

２ 収支予算に計上

されているか。 

適 協会の令和８年度収支予算、事業計画及び資金計画において、中継局の共同整備及び新たな伝

送技術の開発・導入促進等への助成を目的とした基金への出捐費用として、資本支出の区分に 58

億 5,000万円、事業支出の区分に 341億 5,000万円が計上されている。

５ 



参照条文 

【必要的諮問事項関係】 

○ 放送法（昭和２５年法律第１３２号）（抜粋）

（電波監理審議会への諮問） 

第百七十七条 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 

一 （略） 

二 第十八条第二項（定款変更の認可）、第二十条第十一項（第六十五条第五項において準用する場合を含む。）（中継国際放送の協定の認

可）、第二十条第十二項（任意的業務の認可）、第二十条の二第一項（基幹放送局提供子会社への出資の認可）、第二十条の四第六項及び第

七項（業務規程の変更の勧告及び命令）、第二十一条の二第一項（実施基準の認可）、第二十二条（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

等への出資の認可）、第二十二条の二（関連事業持株会社への出資の認可）、第二十二条の三第一項若しくは第三項（関連事業出資計画の認

定）、第六十四条第四項及び第五項（受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可）、第六十五条第一項（国際放送等の実施の要請）、第

六十六条第一項（放送に関する研究の実施命令）、第七十一条第一項（収支予算等の認可）、第七十三条の二第二項ただし書（還元目的積立

金の取崩しに係る認可）、第八十五条第一項（放送設備の譲渡等の認可）、第八十六条第一項（放送等の廃止又は休止の認可）、第八十九条

第一項（放送の廃止又は休止の認可）、第九十三条第一項（基幹放送の業務の認定）、第九十六条第一項（地上基幹放送の業務の場合に限

る。）（認定の更新）、第九十七条第一項本文（基幹放送の放送事項等の変更の許可）、第百十六条の四第一項（特定放送番組同一化実施方

針の認定）、第百二十条（放送局設備供給役務の提供条件の変更命令）、第百四十一条（受信障害区域における再放送の業務の方法に関する

改善の命令）、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項（有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事

業者の業務の方法の改善の命令）、第百五十九条第一項（認定放送持株会社に関する認定）又は第百六十七条第一項（センターの指定）の規

定による処分 

三～五 （略） 

２ （略） 

６ 



【一般財団法人ＮＨＫ財団への出捐関係】 

○ 放送法（昭和２５年法律第１３２号）（抜粋）

（目的） 

第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送（国内放

送である基幹放送をいう。以下同じ。）を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を

行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。 

（業務） 

第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

一 次に掲げる放送による国内基幹放送（特定地上基幹放送局又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局（第九

十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再

放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。）を用いて行われるものに限る。）を行うこと。 

イ 中波放送

ロ 超短波放送

ハ テレビジョン放送

二～八 （略） 

２ 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 

一～八 （略） 

九 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 

３～５ （略） 

６ 協会は、第一項第一号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の特定地上基幹放送事業者及び

基幹放送局提供事業者（電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。次項において同じ。）が第

九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならない。 

７～１１ （略） 

１２ 協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 

７ 



１３ （略） 

（基幹放送の受信等に係る事業者の責務） 

第九十二条 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者（電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受

けた者を除く。次項において同じ。）は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受

信できるように努めるものとする。 

２ 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、地域の人口の著しい減少その他の理由により中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止

するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続

き視聴することができるようにするための措置を講ずるように努めるものとする。 

○ 放送法施行規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１０号）（抜粋）

（業務の認可申請） 

第十三条 法第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものと

する。 

一 業務の内容 

二 業務を行うことを必要とする理由 

三 業務の実施計画の概要 

四 業務の収支の見込み 

五 業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法 

六 その他必要な事項 

８ 



（公印・契印省略） 

諮 問 第 2 5 号 

令 和 ８ 年 ６ 月 1 5日

電波監理審議会 

会長 笹瀬 巌 殿 

総務大臣 林 芳正 

諮 問 書 

日本放送協会（会長 井上 樹彦）から、放送法（昭和25年法律第132号

）第20条第12項の規定に基づき、同条第２項第９号に定める業務として、

一般財団法人ＮＨＫ財団に対する出捐の認可申請があった。 

本件に係る申請の概要及び審査結果は別紙１及び２のとおりであり、本

件については、適当であると認められるので、申請のとおり認可すること

としたい。 

上記について、同法第177条第１項第２号の規定に基づき諮問する。 

9
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申請の概要 

項   目 概            要 

１ 業務の内容 

（放送法施行規則

第 13 条第１号） 

極微小電力中継局及び条件不利地域における小規模中継局に対する助

成事業や、ブロードバンド等代替等、将来の放送ネットワーク維持に向

けた新たな伝送技術の開発や導入促進等のための基金を設立するため、

一般財団法人ＮＨＫ財団（以下「ＮＨＫ財団」という。）に対して出捐を

行うもの（以下「本件業務」という。） 

２ 業務を行うこと

を必要とする理由 

（同条第２号） 

日本放送協会（以下「協会」という。）は、放送法（以下「法」という。）

第 15 条に定められる目的の達成のために、放送ネットワーク設備の維持・

更新による、視聴者保護と放送事業の持続可能性の確保が必要となってい

る。 

加えて、人口減少や設備老朽化、物価上昇等により、条件不利地域にお

ける中継局の維持が、協会及び民間放送事業者の双方にとって喫緊かつ重

要な課題となっている。 

また、協会は、法第 20 条第６項に基づき、法第 20 条第１項第１号に定

める国内基幹放送業務を行うに当たって、民間放送事業者が法第 92 条の

責務にのっとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければなら

ないこととされている。 

このため、協会は、将来の受信料負担の軽減に貢献できるよう、協会の

放送ネットワーク効率化に向けて取り組むとともに、民間放送事業者と協

調し、コスト負担を抑えつつ、持続可能な放送ネットワークを効率的に維

持・高度化する観点から、ＮＨＫ財団が、 

・放送技術・伝送技術に係る調査研究等の研究開発や送受信等に係る技術

事業等を実施してきた専門的知見を有すること 

・営利を目的とせず、民間企業の経営者や有識者等で構成される評議員会

が、業務を執行する理事を選解任する権限を有する等、社会貢献事業の

推進等を目的とした一般財団法人として、組織構造上、中立性が担保さ

れていること 

を踏まえ、ＮＨＫ財団に基金を設立し、放送事業者等に対する助成事業等

を行うため、ＮＨＫ財団に対し、400 億円の出捐を行うものである。 

３ 業務の実施計画

の概要 

（同条第３号） 

ＮＨＫ財団において、極微小電力中継局や条件不利地域における小規模

中継局に係る放送事業者による共同整備（大規模災害時の復旧工事を含

む。）及びブロードバンド等代替等、将来の放送ネットワーク維持に向けた

伝送技術の開発や導入の支援を促進する事業等への助成並びに将来を見

据えた放送インフラの維持・具体化に取り組むための基金を令和８年度中

に設立するため、協会からＮＨＫ財団に対し、400 億円を出捐する。 

業務の実施に当たっては、運営委員会の設置や内部統制の体制の整備、

別紙１ 

10



外部監査により、公平性・透明性・公正性を担保した運営を確保する。ま

た、公益目的に即した合理的かつ継続的な運用を行う。 

さらに、協会は、基金のガバナンス確保のため、基金の状況等について

財団から報告を受け、適切なフォローアップを行う仕組みを構築する。基

金のガバナンス確保に係る責任及び資金拠出者としての説明責任を果た

しつつ、財団における個々の助成判断については、運営委員会による審査

を尊重し、その独立性と透明性を確保する。 

４ 業務の収支見込

み 

（同条第４号） 

令和８年度 支出 400 億円 

５ 業務を行うため

に必要とする資金

の額及びその調達

方法 

（同条第５号） 

400 億円 

（令和８年度の収支予算、事業計画及び資金計画に計上済み） 

６ その他必要な事

項 

（同条第６号） 

ＮＨＫ財団に関しては、別紙３の参考１のとおりであり、新たにＮＨＫ

財団に設立する基金については同参考２、当該基金による助成内容につい

ては同参考３、本件業務の実施に係る協会によるガバナンスについては同

参考４のとおりである。 

11



別紙２ 

審 査 の 結 果 

項 目 適 否 概 要 

１  放送及

び そ の 受

信 の 進 歩

発 達 に 特

に 必 要 な

業務か（放

送 法 第 20

条 第 ２ 項

第９号） 

適 日本放送協会（以下「協会」という。）は、放送

法（昭和25年法律第132号。以下「法」という。）第

15条に定められる目的の達成のために、放送ネット

ワーク設備の維持・更新による、視聴者保護と放送

事業の持続可能性の確保が求められている。 

また、協会は、法第20条第６項に基づき、法第20

条第１項第１号に定める国内基幹放送業務を行うに

当たって、民間放送事業者が法第92条の責務にのっ

とり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなけ

ればならないこととされている。 

これらに基づく本件業務の実施により、 

・人口減少地域である離島や山間部等の条件不利

地域に所在するために一世帯あたりの維持コス

トが高いことに加え、老朽化が進み、可及的速

やかな更新が必要となっている小規模中継局に

ついて、経済合理性が高い方法での共同整備経

費に助成が行われること

・小規模中継局よりもさらなる条件不利地域に所

在し、一世帯当たりの維持コストが高く、維持

困難性が増す極微小電力中継局の共同整備経費

に対して助成が行われること

から、視聴者保護及び放送事業者の持続可能性の向

上に寄与するものとなっている。 

加えて、放送事業者が行うブロードバンド等代替

等、新たな伝送技術の開発・導入促進等への助成が

行われることにより、将来の放送ネットワーク維持

に向けた検討の推進に資すると考えられる。 

なお、協会は、本件業務の実施に当たって、上記

助成事業の実施に必要な規定を定めるとともに、 

・当該事業の実施状況や資金の運用状況等につい

て、ＮＨＫ財団が協会に報告を行うこと

・経営委員会を含む協会とＮＨＫ財団の果たす役割

12



等を方針として明確化する等、本件業務の適正な実

施のための措置を講じている。 

以上のことから、本件業務は審査項目に適するも

のと認められる。 

２  収支予

算 に 計 上

さ れ て い

るか。 

適  協会の令和８年度収支予算、事業計画及び資金計

画において、中継局の共同整備及び新たな伝送技術

の開発・導入促進等への助成を目的とした基金への

出捐費用として、資本支出の区分に58億5,000万円、

事業支出の区分に341億5,000万円が計上されてい

る。 

13



２０２６年５月２６日  

総 務 大 臣 

林 芳 正 殿 

日 本 放 送 協 会 

会 長  井 上 樹 彦 

「一般財団法人ＮＨＫ財団」に対する出捐の認可申請について 

放送及びその受信の進歩発達に寄与するため、放送法第２０条第２項第９号の規

定に基づき、「一般財団法人ＮＨＫ財団」に対し出捐いたしたく、放送法第２０条第 

１２項の規定に基づいて、放送法施行規則第１３条に規定する別紙の書類を添えて

認可申請いたします。 
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別 紙 

１ 業務の内容 

極微小電力中継局（ミニサテライト局）及び条件不利地域における小規模中継

局に対する助成事業や、ブロードバンド等代替など将来の放送ネットワーク維持

に向けた新たな伝送技術の開発や導入促進等のための基金を設立するため、一般

財団法人ＮＨＫ財団（以下「財団」という。）に対して出捐を行う。 

２ 業務を行うことを必要とする理由 

放送法第１５条及び協会定款第３条に規定する協会の目的を達成するために

は、協会と民間放送事業者との二元体制の下での放送ネットワーク設備の維持・

更新を図り、もって、将来にわたっての視聴者保護と放送事業の持続可能性を確

保することが必要である。加えて、人口減少や設備老朽化、物価上昇等により、

条件不利地域における中継局の維持は、協会・民間放送事業者双方にとって喫緊

かつ重要な課題である。 

協会は、将来の受信料負担の軽減に貢献できるよう、協会の放送ネットワーク

効率化に向けて取り組む。また、民間放送事業者の放送ネットワーク維持等への

協力義務を有する（法第２０条第６項）。そこで、協会と民間放送事業者が協調

し、コスト負担を抑えつつ、二元体制による持続可能な放送ネットワークを効率

的に維持・高度化する見地から、中継局共同利用推進全国協議会総会において、

民間放送事業者との間で、共同利用型モデルに取り組むことに合意した。この合

意に基づき、関係する放送事業者等に対し長期安定的に助成事業を行うことを目

的に、財団に基金を設置するための出捐を行う。 

基金の活用とあわせて、次世代の伝送路整備（将来のネットワーク維持）につ

いて、放送環境の変化やインターネットの進展を踏まえ、ブロードバンド等代替

など将来を見据えた施策を、総務省及び放送事業者、その他関係者と検討し進め

ていく。 

出捐先は、中立的かつ専門性を生かして助成事業を行うことが可能であること

から、財団とする。具体的には、財団は公共メディアである協会及び放送メディ

ア等の普及・発展に資する事業を行うとともに、社会貢献事業の推進を目的とす

る一般財団法人であり、営利を目的とせず、特定の株主や構成員の利益に帰属し

ない。業務を執行する理事を選解任する権限を有する評議員会は、民間の経営者

や有識者等により構成されており、組織の仕組みとしても中立性が担保されてい

る。また、放送技術・伝送技術に係る調査研究や受信環境維持改善に係る調査業

務といった研究開発や送受信などに関する技術事業や、各種社会貢献事業を実施

しており、本業務を遂行するに必要な専門性を有している。 
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以上より、協会は、放送ネットワークの維持と視聴者保護に資するために不可

欠な対応として、財団に対する出捐の認可申請を行う。 

３ 業務の実施計画の概要 

財団は、上掲の出捐金により、２０２６年度内に、基金を設立する。 

基金は、ミニサテライト局や条件不利地域における小規模中継局について、放

送事業者による共同整備の経費を助成するとともに、ブロードバンド等代替など

将来の放送ネットワーク維持に向けた伝送技術の開発や導入の支援を促進する事

業への助成や、将来を見据えた放送インフラの維持・具体化に取り組む。大規模

災害等の突発的事象への対応として、基金による事業に影響を与えない範囲にお

いて、助成事業の枠組みの中で、限定的に助成を行う。 

業務の実施にあたっては、運営委員会の設置や内部統制体制の整備、外部監査

により、公平性・透明性・公正性を担保した運営を確保する。また、公益目的に

即した合理的かつ継続的な運用を行う。 

さらに、協会は、基金のガバナンスを確保するため、基金の状況等について財

団から報告を受け、適切なフォローアップを行う仕組みを構築する。基金のガバ

ナンス確保に係る責任及び資金拠出者としての説明責任を果たしつつ、財団にお

ける個々の助成判断については、運営委員会による審査を尊重し、その独立性と

透明性を確保する。 

４ 業務の収支の見込み 

２０２６年度 支出 ４００億円 

５ 業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法 

４００億円（２０２６年度の収支予算、事業計画及び資金計画に計上済み） 

６ その他必要な事項 

＜参考資料＞ 

１ 財団に関する資料 

（１）定款（変更案） 

（２）財団の組織体制関係資料 

（３）最新の財務諸表・事業計画（２０２４年度決算書、２０２４年度事業報

告書、２０２６年度事業計画・収支予算） 

２ 基金に関する資料 

（１）出捐契約書 

（２）基金の設置・運用に関する資料 

（３）放送ネットワークの効率化・維持に向けた取り組みとしての出資・出捐
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の全体像を示す資料 

３ 助成内容に関する資料 

（１）助成事業に関する資料 

（２）運営委員会に関する資料 

４ 協会によるガバナンスに関する資料 

（１）協会によるガバナンス体制に関する資料 

（２）経営委員会及び執行部による基金ガバナンス方針に関する資料 
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＜参考資料＞ 

１ 財団に関する資料 

（１）定款（変更案）

（２）財団の組織体制関係資料

（３）最新の財務諸表・事業計画

・２０２４年度決算書

・２０２４年度事業報告書

・２０２６年度事業計画・

収支予算
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（１） 定款（変更案） 
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一般財団法人ＮＨＫ財団 定款  
制 定 平成 25. 4. 1 

改 定 平成 27. 4. 1 

改 定 2021.11. 1 

改 定 2023. 4. 1 

改 定 2026.●.● 

 
第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、一般財団法人ＮＨＫ財団と称する。 

２ 英文名は、ＮＨＫ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎと称する。 

 

（主たる事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、コンテンツ力、国際展開力、技術力、コミュニケーション

力及びネットワーク力を結集して、公共メディアＮＨＫ（以下「公共メディア」

という。）及び放送メディア等の普及・発展に資する事業を行うとともに、Ｎ

ＨＫグループにおける社会貢献事業推進の中核として、国内外の文化の向上

と社会の発展及び福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 教育、文化・地域振興、福祉、防災・減災、国際・技術協力及び人財育

成並びにコミュニケーション等に関する社会貢献事業の推進 

(２) 公共メディア等並びにそのサービス及び関連する技術の周知・広報・普

及等に関する業務 

(３) 公共メディア等に関する視聴者リレーション業務 

(４) 公共メディア等のコンテンツの制作・購入・頒布・管理 

(５) 公共メディア関連施設の管理・運営業務 

(６) 公共メディアに関わる研究開発、研究開発に基づく技術移転及び特許・

著作権その他知的財産権等の周知、斡旋 

(７) 公共メディア等及びこれに関連する事業に従事する者に対する教育・

研修 
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(８) 映像、音響、伝送等に関する調査研究並びに機器、材料の試験及び評価

(９) 経営管理・指導・助言等に関する業務 

(10) 放送ネットワークの維持・効率化等に関する助成事業 

(11) メディアの多元性と情報空間の健全性の確保に関する助成事業 

(12) その他この法人の目的を達成するために必要な事業  

２ 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。ただし、前項第１０号

及び第１１号の事業は、本邦において行うものとする。 

 

第３章 会計 

（事業年度） 

第５条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第６条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日

の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これ

を変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備

え置くものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第７条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次

の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならな

い。 

(１) 事業報告 

(２) 事業報告の附属明細書 

(３) 貸借対照表 

(４) 正味財産増減計算書 

(５) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号及び第４号の書類については、

定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の

書類については、承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに、

定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、評議員及び債権者の閲覧

に供するものとする。 

 

（剰余金） 

第８条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

21



第４章 評議員 

（評議員の定数） 

第９条 この法人に評議員３名以上２０名以内を置く。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第 10 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律第１７９条から第１９５条の規定に従い、評議員会の決議により行う。 

 

（評議員の任期） 

第 11 条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退

任した評議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第９条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に

より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権

利義務を有する。 

 

（評議員の報酬等） 

第 12 条 評議員に対して、各年度の総額が２００万円を超えない範囲で、評議員

会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬とし

て支給することができる。 

２ 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

 

 

第５章 評議員会 

（構成） 

第 13 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

 

（権限） 

第 14 条 評議員会は、次の事項について決議する。 

(１) 理事及び監事の選任又は解任 

(２) 理事及び監事の報酬等の額 

(３) 評議員に対する報酬等の支給の基準 

(４) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 

(５) 定款の変更 

(６) 残余財産の処分 
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(７) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた

事項 

 

（開催） 

第 15 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３か月以内に１回

開催するほか、必要がある場合に開催する。 

 

（招集） 

第 16 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基

づき理事長が招集する。 

２  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し

て、評議員会の招集を請求することができる。 

 

（招集の通知） 

第 17 条 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の１週間前までに、評議

員に対して、書面でその通知を発しなければならない。 

２  理事長は、前項の書面による通知の発送に代えて、一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律施行令第１条に定めるところにより、評議員の承諾を得て、

電磁的方法（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第２条第１号に規

定する電子メールを含む。以下同じ。）により通知を発することができる。 

３ 前二項の通知には、会議の日時、場所、目的等を記載し、又は記録しなけれ

ばならない。 

４ 前三項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招

集の手続を経ることなく開催することができる。 

 

（決議） 

第 18 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く

評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する

評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければなら

ない。 

(１) 監事の解任 

(２) 評議員に対する報酬等の支給の基準 

(３) 定款の変更 

(４) その他法令で定められた事項 
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（決議の省略） 

第 19 条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、

その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁

的記録（電子メール含む。）により同意の意思表示をしたときは、その提案を

可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 

 

（報告の省略） 

第 20 条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した

場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、

評議員の全員が書面又は電磁的記録（電子メール含む。）により同意の意思表

示をしたときは、その事項について評議員会への報告があったものとみなす。 

 

（議長） 

第 21 条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から

選出する。 

 

（議事録） 

第 22 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成

する。 

２ 前項の議事録には、評議員会議長及び会議に出席した評議員のうちから選出

された議事録署名人２名が、これに記名押印又は署名（電子署名及び認証業務に

関する法律第２条第１項に規定する電子署名を含む。以下同じ。）する。 

 

 

第６章 役員 

（役員の設置） 

第 23 条 この法人に、次の役員を置く。 

(１) 理事 ３名以上１５名以内 

(２) 監事 ２名以内 

２ 理事のうち１名を理事長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律上の代表理事とする。 

３ 理事長以外の理事のうち、１０名以内を一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

４  業務執行理事の中から、副理事長２名以内、専務理事３名以内及び常務理事 

３名以内を置くことができる。 
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（役員の選任） 

第 24 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２  代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、

代表理事を理事長とする。 

３  副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって業務執行理事の中

から選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、

職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そ

の業務を執行する。 

３ 理事長に事故があり職務を執行できない場合又は理事長が欠員となった場合

には、理事会で定めるところにより、以下の順番でこの法人を代表し、理事長

の職務を行う。 

① 副理事長（複数の場合は、就任の早い順とし、就任が同時期の場合は、年

長である順とする。） 

② 専務理事（複数の場合は、就任の早い順とし、就任が同時期の場合は、年

長である順とする。） 

③ 常務理事（複数の場合は、就任の早い順とし、就任が同時期の場合は、年

長である順とする。） 

④ 理事であって上記①から③までに該当しない者（複数の場合は、就任の早

い順とし、就任が同時期の場合は、年長である順とする。） 

４  業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を

分担執行する。 

５  理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監

査報告を作成する。 

２  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の

業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第 27 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 
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２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま

でとする。 

４ 理事又は監事は、第２３条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又

は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又

は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第 28 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議に

よって解任することができる。 

(１) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

（役員の報酬等） 

第 29 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、

評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬

等として支給することができる。 

２ 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすること

ができる。 

 

（責任の一部免除） 

第 30 条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 

１９８条において準用される第１１１条第１項の賠償責任について、法令に

定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法

令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することが

できる。 

 

（責任限定契約） 

第 31 条 この法人は、外部役員との間で、前条の賠償責任について、法令に定め

る要件に該当する場合には、法令に定める最低責任限度額を限度とする契約

を締結することができる。 

 

 

第７章 理事会 

（構成） 

第 32 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
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（権限） 

第 33 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

(１) この法人の業務執行の決定 

(２) 理事の職務の執行の監督 

(３) 理事長及び業務執行理事並びに副理事長、専務理事及び常務理事の選

定及び解職 

 

（招集） 

第 34 条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、第２５条第３項を準

用する。 

３  理事会を招集する者は、理事会の日から１週間前までに、各理事及び各監事に

対してその通知を発しなければならない。 

４  前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるとき

は、招集の手続を経ることなく開催することができる。 

 

（決議） 

第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理

事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 

（決議の省略） 

第 36 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合におい

て、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的

記録（電子メール含む。）により同意の意思表示をしたときは、その提案を可

決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた

ときは、その限りではない。 

 

（報告の省略） 

第 37 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項

を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 

２ 前項の規定は、第２５条第５項の規定による報告には適用しない。 

 

（議長） 

第 38 条 理事会の議長は、理事長とする。 

２  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、第２５条第３項を準 
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用する。 

 

（議事録） 

第 39 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成

する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。 

 

 

第８章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第 40 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第１０条についても適用する。 

 

（解散） 

第 41 条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定

められた事由によって解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第 42 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を

経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第２０号

に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 43 条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができな

い場合は、官報に掲載する方法による。 

 

 

第 10 章 事務局 

（設置等） 

第 44 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、所要の職員を置く。 

３ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 
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第11章 委員会の設置等 

（設置等） 

第45条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議に

より、任意の会議体として委員会を設置することができる。 

２ 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別

に定める。 

 

第 12 章 補則 

（実施細則） 

第 46 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事

会の決議により別に定める。 

 

附 則（２０２６年○月○日評議員会決議） 

この定款の一部変更は、２０２６年○月○日から施行する。 
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（２） 財団の組織体制関係資料 
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理事会、評議員会、基金運営事務局及び運営委員会等の役割について 

 
本基金に基づく助成事業の実施にあたっては、助成が特定企業の利益のためではなく、「国民の知る権

利を守る」という公共的目的に資するものであることが大前提である。 
そのため、助成の決定に際しては恣意性を排除し、公平性、公正性及び透明性を確保するための制度

的な仕組みを整備する必要がある。 
この観点から、関係法令に基づき、本事業では、理事会、評議員会、基金運営事務局及び運営委員会

の役割を次のように構築することとしている。 
 
１．評議員会の役割 
 評議員会は、決算の承認、定款の変更、理事・監事の選任等の法人の基本的事項ないし最重要事項に
関して決議を行う最高意思決定機関である。そのため、助成の個別案件について審議・決定を行う機関
としてではなく、ＮＨＫ財団の運営全体の適正性を監督する機関として位置付けている。 
 
２．理事会の役割 
 理事会は、ＮＨＫ財団の重要な業務執行を決定する機関であり、本事業では、運営委員会による審査 ・
選考結果について、助成の可否、助成金額等の最終的な承認を行う機関として位置付けている。 
 
３．基金運営事務局の役割 
 基金運営事務局は、助成事業の事務を行う組織としてＮＨＫ財団に設置し、助成金申請等の受付、助
成金申請等内容の確認、審査案の作成、申請事業者からの問い合わせ対応等を行う。 
 
４．運営委員会の役割 
 運営委員会は、助成事業に関し、申請事業者からの申請内容等審査その他の事項を所掌する会議体と
して、ＮＨＫ財団に設置する機関である。公平性、公正性及び透明性を担保するための独立した審査機
関であり、理事長の諮問に応じ、合議の結果を理事長に答申する。 
 
５．公平性、公正性及び透明性を確保するための事前整備 
 本事業の運営にあたり、公平性、公正性及び透明性を確保するため、事前に次の事項を整備する。 
⑴ 運営委員会の位置づけの明確化 
  運営委員会に関する規程を整備し、委員の選定、必要な専門性、構成に関する考え方を明確にし、

利害関係がある場合の決議への関与制限等を定める。 
⑵ 助成事業の評価基準の明示 
  整備等の緊急度、財政的評価、受益者の範囲などを評価基準として設定し、恣意性を排除した仕組

みを構築する。 
⑶ 透明性が確保出来るよう、委員会を組織・構成 
  制度概要や助成の評価基準については、ホームページを通じて公表し、外部からも仕組みの透明性

が確認できるようにする。 
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（３）最新の財務諸表・事業計画 

・２０２４年度決算書 

・２０２４年度事業報告書 

・２０２６年度事業計画・ 

 収支予算 
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＜参考資料＞ 

 

２ 基金に関する資料 

（１）出捐契約書 

（２）基金の設置・運用に関する資料 

（３）放送ネットワークの効率化・維持に 

向けた取り組みとしての出資・出捐の

全体像を示す資料 
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出捐契約書（案） 
 

日本放送協会（以下「甲」という。）と一般財団法人ＮＨＫ財団（以下「乙」
という。）は、甲が乙に対して行う出捐に関し、次のとおり契約（以下「本契
約」という。）を締結する。 

 

（基本合意及び目的） 

第１条 甲及び乙は、甲が乙に対し、乙において実施する助成事業（放送ネット
ワーク設備の維持及び更新工事等を通じた視聴者保護並びに放送事業の持続可
能性の確保等の公益目的を達成するため、乙が放送事業者等に対して助成を行
う事業。以下「本事業」という。）の原資とするために金員を出捐し（以下こ
の金員を「出捐金」という。）、乙はこれを受け入れることを合意する。 

２ 本事業は、甲が行う公共放送及び民間放送の二元体制の下、持続可能な放送
ネットワークを効率的に維持・高度化する見地から、放送ネットワークインフ
ラの共同利用促進と効率的な維持管理を実施し、全国にあまねく放送を届け、
視聴者保護と情報の多元性を確保することにより、放送及びその受信の進歩発
達を実現し、もって、国民の知る権利及び情報格差の防止並びに民主主義の基
盤を確保することを目的として行うものとする。 

３      本契約は、出捐金の額、使途等の出捐に関する基本的事項及び出捐金を原資
とする本事業が円滑に実施されるために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（基本原則） 

第２条 乙は、本事業の実施に当たり、公平性、公正性、透明性及び効率性を確
保しなければならない。 

 

（本事業の内容） 

第３条  乙は第１条第２項の目的を達成するために、本契約の定めに従い、次に
掲げる事業を行うものとする。 
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（１）条件不利地域における小規模中継局の更新工事・共用化工事への助成
（大規模災害発生時の復旧工事への助成を含む） 

（２）極微小電力中継局の更新工事への助成（大規模災害発生時の復旧工事へ
の助成を含む） 

（３）ブロードバンド等代替など新たな伝送技術の開発・導入促進事業等への
助成 

（４）その他、前各号の助成を行うために必要な事務 

 

（出捐額及び出捐方法） 

第４条 甲は、乙に対し、本契約に基づき、金 400 億円を出捐する。 

２ 前項の出捐の方法及び時期は、甲及び乙が別途協議の上で定める。 

 

（出捐金の管理及び運用）  

第５条 乙は、出捐金を他の資金と区分して管理する。 

２ 乙は、出捐金を原資として、第７条に定めるところに従い基金を設置し、基
金の管理及び運用に関する内部規程を定め、これを遵守するものとする。 

３ 乙は、出捐金の源泉が視聴者からの受信料であることを踏まえ、資金の運用
にあたっては、効率的、効果的かつ慎重な運用に努めるものとする。 

４ 基金の管理及び運用に関する内部規程の変更等、出捐の趣旨に影響を及ぼす可
能性のある事項については、乙は、事前に甲と協議の上、決定するものとする。 

 

（出捐金の不返還） 

第６条 甲は、本契約に基づく乙に対する出捐金につき、返還を求めることはで
きない。ただし、本契約が第 17 条又は第 18 条の規定により解除された場合又
は終了した場合は、甲は、乙に対し、残余の出捐金の全部又は一部の返還を求
めることができる。 
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（出捐金の使途等） 

第 7 条 乙は、出捐金を原資として、「共同利用及び放送ネットワークの維持・
効率化等に関する助成事業基金」（以下「基金」という。）を設置する。 

２ 基金は、第３条に規定する本事業の遂行のために必要となる次に掲げるもの
のために支出をするものとし、他の目的に使用してはならない。 

（１）助成金の給付 

（２）第 12 条に規定する運営委員会の委員に対し支払う報酬 

（３）第 12 条に規定する運営委員会の開催に係る会議費、交通費 

（４）租税公課 

（５）監査報酬 

（６）送金手数料、通信費、印刷費、運送費その他の本事業を実施するために必
要な費用 

（７）本事業の管理に要する費用 

３ 本事業に係る助成条件、その他本事業の実施方法等については、別紙のとお
りとする。 

４ 乙は、前項の助成条件や実施方法等に従い本事業を円滑に遂行するために、
事前に甲と協議の上、実施規程及び実施要領を定めるものとする。 

５ 乙は、前２項に定める事項について、本事業の目的、基本原則等出捐の趣旨
に変更を生じない範囲内で、甲と協議の上、必要に応じて見直しを行うことが
できる。 

６ 甲は、前項の協議において、必要に応じて、乙に対し指導・助言を行うこと
ができる。 

 

（事業の実施計画） 

第８条 本事業の実施計画については、別紙のとおりとする。 

２ 乙は、前項に定める実施計画について、甲と協議の上、必要に応じて見直し
を行うものとする。 
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３ 乙は、第３条第３号で定める事業の実施にあたっては、事前に甲と協議の
上、実施計画の具体化を行うものとする。 

４ 甲は、前２項の協議において、必要に応じて、乙に対し指導・助言を行うこ
とができる。 

５ 乙は、毎事業年度における助成計画の作成（これを変更する場合を含む。）
にあたっては、甲と協議の上、決定するものとする。 

 

（乙の職務・権限） 

第９条 乙は、本事業の目的の達成のため、本契約の本旨に従い、次に掲げる職
務について権限を行使するものとする。 

（１）本事業の処理の方針（事業計画書及び収支予算書並びに本契約に基づき策
定される規程を含む。）の決定に関する事項 

（２）出捐金の受入れ、運用及び支出に関する事項 

（３）第 12 条で定める運営委員会の開催に関する事項 

（４）財産目録等の作成、閲覧、備置及び提出に関する事項 

（５）前各号のほか、本事業の目的を達成するために必要と認められる事項 

 

（乙の義務） 

第 10 条 乙は、本契約の本旨に従い、事務を遂行し、また、善良な管理者の注意
をもって、これを処理しなければならない。 

２ 乙が、本契約に基づく事務及び法令に基づく任務を怠り、基金に損失が生じ
た場合は、当該損失を補てんしなければならない。 

３ 乙は、財産の管理・運用状況について、半期毎に甲へ報告を行うものとする。 

４ 乙は、甲から本事業の処理の状況に関し報告を求められたときは、報告しな
いことに正当な理由がない限り、その指示に従い報告を行うものとする。 

５ 乙は、本契約に定めがない事務や想定外の事務が生じた場合、甲の同意を得
て、当該事務の処理を行うものとする。 
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（法令等遵守及び体制整備） 

第 11 条 乙は、関係法令、行政通達、ガイドライン等並びに定款、関係規程、実
施要領その他の内部規程に基づき、本事業を適正に実施しなければならない。 

２ 乙は、本事業を適正に実施するための事業実施体制、ガバナンス及び内部統
制体制の整備を行わなければならない。 

 

（ガバナンスの確保） 

第 12 条 乙は、本事業の公平性、公正性及び透明性を担保するため、外部有識者
等から構成される運営委員会を設置する。 

２ 運営委員会の委員は、４名以上６名以下で構成する。 

３ 運営委員は、乙が、本事業の目的に関し学識経験又は実務経験を有する者の
うちから委嘱する。 

４ 乙は、運営委員会の権限および運営方法等を定める内部規程を整備しなけれ
ばならない。 

５ 乙は、前項の規程を変更するときは、甲に対し、文書により事前に報告する
ものとする。 

６ 甲は、乙に対し、第１項の運営委員会の開催状況その他運営委員会に関する
事項について、必要に応じて、調査することができる。 

 

（甲の関与の範囲） 

第 13 条 甲は、乙による本事業の実施に関し、個別の助成案件の採否又は助成金
額の決定には関与しない。 

 

（報告義務） 

第 14 条 乙は、甲に対し、本事業の実施状況、助成実績、本事業の運営等に係る
ガバナンス確保の状況その他甲が必要と認める事項について、半期毎に報告す
るものとする。 
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２ 前項で定める報告以外にも、甲は、乙に対して、必要に応じて報告の要求が
できる。 

３ 甲は、前２項の報告に基づき、必要に応じて、乙に対し指導・助言を行うこ
とができる。 

 

（監査及び検証） 

第 15 条 乙は、本事業の実施に関し、内部監査及び外部監査を受けるものとし、
甲はその結果の報告を求めることができる。 

２ 甲は必要に応じて、乙に対し、臨時の監査実施を求めることができる。 

 

（契約の変更） 

第 16 条 本契約の内容を変更する場合は、甲乙協議の上、書面により行うものと
する。 

 

（契約の解除） 

第 17 条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、本契約の全部又は一部を解
除することができる。 

（１）本契約に定める条項に違反し、乙に対して催告したにもかかわらず当該違
反が是正されないとき 

（２）第８条第１項の規定により定められた事業の実施計画に即して適切に本事
業を実施していないものと認められるとき、又は同計画に即した本事業の実施
が困難であると認められるとき 

（３）所轄行政庁より処分又は指導を受けたとき 

（４）信用状態等に重大な変化が生じ、本事業の実施が困難になるおそれがある
と認められるとき 

（５）その他前各号に準じる事由が生じたとき 
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（契約の終了） 

第 18 条 本契約は、次のいずれかに該当する場合には、終了する。 

（１）本事業の目的が達成されたとき、又は達成が不能となったとき 

（２）基金の財産が消滅したとき 

（３）前条の規定による解除がなされたとき 

 

（有効期間） 

第 19 条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から本事業が終了した日までと
する。 

 

（準拠法及び管轄） 

第 20 条 本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じる紛争については、東京
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（協議） 

第 21 条 甲及び乙は、本契約の規定に関する解釈上の疑義、又は本契約に定めの
ない事項については、関係法令によるほか、誠実に協議を行い、処理解決する
ものとする。 

 

以上、本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１
通を保有する。 

 

2026 年  月  日 

甲 日本放送協会 

 

乙 一般財団法人ＮＨＫ財団 
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【別紙（第７条第３項及び第８条第１項関係）】 
 

共同利用及び放送ネットワークの維持・効率化等に関する助成事業基金 
事業内容、資金計画及び収支計画（案） 

 
 
【概要】 

協会は、放送法第 15 条および定款第 3 条に基づき、公共の福祉のため、全国あま
ねく放送を受信可能とする基幹放送を実施してきた。 

この使命を将来にわたり果たすためには、協会と民間放送事業者による二元体制
の下で、放送ネットワーク設備を持続可能な形で維持・更新し、視聴者保護を確保
することが不可欠である。 

加えて、人口減少や設備老朽化、物価上昇等により、条件不利地域における中継
局の維持は、協会・民間放送事業者双方にとって構造的な課題となっている。 

令和 6 年の放送法改正により、協会には民間放送事業者が行う難視聴地域におけ
る視聴確保の努力義務への協力義務が明確化された。この趣旨を踏まえ、放送法第
20 条の 2（基幹放送局提供子会社）に基づく出資に、出捐を加えて、あまねく放送
を届ける観点から放送ネットワークを維持する仕組みを構築することで、放送法の
趣旨を着実に実現する。 

具体的には、協会が還元目的積立金 400 億円を財団に出捐し、基金を設置するこ
とで、放送ネットワークの将来的な維持・高度化という公共的課題に対し、特定の
放送事業者や営利活動への帰属を避け、二元体制の中立性を確保しながら、公共性・
透明性の担保された共通基盤として資金を管理・活用する。また、技術革新や災害
時の視聴者保護に機動的に対応するとともに、基金としての運用益を公共目的に還
元し、価値の最大化を図るため、一括で出捐する。 

基金は、中立性・専門性を有する財団により運営され、運営委員会の設置、内部
統制、外部監査等を通じて公平性・透明性を確保する。さらに、協会は、基金のガ
バナンスを確保するため、基金の状況等について財団から報告を受け、適切なフォ
ローアップを行う仕組みを構築する。協会は資金拠出者として説明責任を果たしつ
つ、助成判断の独立性を確保する。 

基金は 2026 年度内に設置し、2028 年度から助成金の支払いを開始、2057 年度ま
での長期運用を想定する。 
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【事業内容・スケジュール】 
 
◆準備期間（2026-2027：制度整備・申請受付） 
・2026 年中に運営委員会の設置等を行った上で基金を設置し、同年から中継局更新

助成等の受付を開始 
・ＢＢ等代替など将来のネットワーク維持に向けた関係者間協議の検討を受けた助

成事業の準備 など 
 
◆助成期間(2028-2057) 
・小規模中継局への助成事業 （２ページ参照） 
・極微小電力中継局（ミニサテライト局）への助成事業 （３ページ参照） 
・放送事業者が行うブロードバンド等代替など新たな伝送技術の開発・導入促進事

業等への助成事業 （3 ページ参照） 
 
〇財団において行う小規模中継局への助成事業 

・助成支払期間 2028 年度～2042 年度の 15 年間（想定） 
・助成率 ５分の２ 
・対象 条件不利地域等の小規模中継局 約 330 局を想定 
・費用 約 153 億円を想定 
視聴者保護および放送事業者の持続可能性向上のため、将来のネットワーク維持

を見据えて、放送事業者が行う条件不利地域等における小規模中継局の設備更新等
（イニシャルコスト）に対する助成事業を実施する。これは、老朽化が喫緊の課題
となっているこれらの中継局について、経済合理性の高い方法で更新を行う場合に
助成を行うことで、視聴者が協会および民間放送事業者の放送を継続視聴できる機
会を確保するとともに、結果として、将来の受信料負担の軽減を図ろうとするもの
である。 

具体的には、条件不利地域等に設置されている小規模中継局のうち、当該地域で
放送を行う全ての基幹放送事業者が、共同で設備の更新もしくは共用化を実施する
場合に、その設備更新に要する経費に対して助成を行う。助成率は５分の２とする。
助成先は条件不利地域等に存在する小規模中継局のうち、各放送区域内の基幹放送
事業者の協議体から要望のあった約 330 局を想定する。これらは人口減少地域であ
る離島や山間部等にあり１世帯あたりの維持コストが高く、また老朽化が進み可及
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的速やかな更新が必要な中継局である。費用は 153 億円を見込む。 
助成期間は、2026 年度中に助成の受付を開始した場合、設備が完成し助成金の支

払いが行われるのは 2028 年度となることが想定されることから、2028 年度から
2042 年度までの 15 年間を想定する。 
 
〇財団において行う極微小電力中継局（ミニサテライト局）への助成事業 

・助成支払期間 2028 年度～2042 年度の 15 年間（想定） 
・助成率 ５分の２ 
・対象 ミニサテライト局 約 480 局（協会単独局等は除く） 
・費用 約 67 億円 
視聴者保護および放送事業者の持続可能性向上のため、放送事業者が行うミニサ

テライト局の設備更新（イニシャルコスト）に対する助成事業を実施する。ミニサ
テライト局は、小規模中継局よりもさらなる条件不利地域にあり１世帯あたりの維
持コストが高い。そのため放送事業者による維持困難性が増していることから、放
送事業者から助成等へのニーズがある。今後、基幹放送局提供事業者が全国のミニ
サテライト局を一括管理し、共同利用を推進することも予定されている。当該地域
で放送を行う全ての基幹放送事業者が使用するミニサテライト局（協会のみが使用
する局を除く）の設備更新に要する経費に対して助成を行う。助成率は５分の２と
する。助成先は約 480 局を想定し、期間は小規模中継局と同様 2028 年度～2042 年
度の 15 年間、費用は 67 億円を見込む。 
 
〇放送事業者が行うブロードバンド等代替など新たな伝送技術の開発・導入促進事
業等への助成事業 

・助成支払期間 2028 年度～2057 年度（想定） 
・費用 約 180 億円を想定（➀約 60 億円、➁約 120 億円） 

（内訳）➀先行実施トライアルおよび調査研究等への支援（2028-2042） 
➁導入促進（2040※-2057）※前倒しも想定 

 
➀先行実施トライアルおよび調査研究等への支援（2028-2042） 

将来にわたる放送ネットワークの維持に向けて、放送事業者が行う、ブロードバ
ンド等代替など新たな伝送技術の開発・導入促進等への助成を行う。助成により、
将来の放送ネットワーク維持に向けた検討の加速に資する。具体的には、以下の３
項目への助成を実施することを想定する。 
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１点目は、地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置の実施及び公表義
務に関する望ましい対応についてのガイドライン（2025 年 9 月制定）に定められた
代替手段の先行実施を視野に入れたトライアルへの支援として、実用化判断に必要
な論点を整理することを目的として、将来的なＢＢ等代替などの実施に向けた機器・
アプリ開発やそのサービスを用いたＩＰマルチキャスト方式、ケーブルテレビ、Ｉ
Ｐユニキャスト方式の３つの手段の組合せを前提とした住民対応を含む段階的トラ
イアル事業に助成を行うことを想定する。なお、放送事業者が行うトライアルでは、
「技術的実現性・安定性」、「イニシャルコスト・ランニングコストを含む経済合理
性・持続可能性」、「住民対応・運用体制上の課題」等の観点からの検証を行う。 

２点目は、新たな伝送路の調査・研究への助成を行う。通信インフラの普及状況、
技術革新の動向を踏まえた、将来伝送路の位置づけについて、継続検討に資する調
査研究として、「衛星活用 （衛星セーフティーネット）の実証」、「技術革新による新
たな伝送手段の調査・研究」の実施に対する助成を行うことを想定する。 

３点目は、既存商用サービスを活用したＢＢ等代替への支援として、新規開発等
が不要で代替事業として転用可能なサービスへの移行への助成を行い、視聴者保護
を図る。その際、上述の中継局廃止に係るガイドラインへの適合が前提となる。対
象は、ＩＰマルチキャスト方式のほか、ＲＦ方式配信サービスやケーブルテレビを
想定する。 

助成の実施にあたって必要な経費については、当面の財源として 60 億円規模と
し、放送事業者からの申請に基づきその取り組みを支援する。将来の技術進展や社
会環境の変化を前提に、あらかじめ単一の結論を固定するものではなく、段階的な
検証を通じて柔軟に見直していく。また、総務省や放送事業者など関係者間での協
議を行いながら、必要に応じて内容の再点検・見直しを行う。 
 
➁導入促進（2040※-2057）※前倒しも想定 

上掲「➀先行実施トライアルおよび調査研究等への支援」の取り組みの結果に基
づき、ＢＢ等代替などの開発・導入促進を行う。具体的には、視聴者保護に資する
代替事業を促進する場合に、必要不可欠となる初期の設備投資、視聴者負担軽減に
資するイニシャルコストについて、放送事業者からの申請に基づき助成を実施する
ことを想定する。 

経済合理性や持続性が認められた段階で、総務省や放送事業者など関係者間で協
議しながら可能な限り前倒して代替事業を実施することとする。なお、共同利用の
促進など効率的施策が促進されることを前提に、小規模中継局やミニサテライト局
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への助成事業に助成を行うことも視野に入れていく。 
なお、著しく激甚な大規模災害が発生した場合には、放送ネットワークを可及的

速やかに復旧することにより、被災地域の視聴者保護を図ることを目的に、基金に
よる事業に影響を与えない範囲において、助成事業の枠組みの中で、限定的に助成
を行う。 
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（資金計画） 
協会は、協会の還元目的積立金を原資とした 400 億円を出捐し、財団は、共同利

用、放送ネットワークの維持・効率化等に関する助成事業基金を設置し、長期安定
的に助成を実施する。 

基金から共同利用、放送ネットワークの維持・効率化等に関する助成事業の遂行
のために必要となる次の項目のために支出する。 
（１）助成金の給付 
（２）運営委員会の委員に対し支払う報酬 
（３）運営委員会の開催に係る会議費、交通費 
（４）租税公課 
（５）監査報酬 
（６）送金手数料、通信費、印刷費、運送費その他の本事業を実施するために必要

な費用 
（７）本事業の管理に要する費用 
 

基金の管理・運用は、安全かつ確実な方法で行い、助成事業の円滑な実施と適切
な運用益の確保に配慮する。基金より生ずる運用益については基金へ繰入れること
とする。基金の運用に用いる金融商品は、国内預貯金、国債、地方債、政府保証債、
財投機関債、金融債、事業債、公社債投資信託（円建て）又はＭＭＦ（円建て）の
一つ又は複数とする。ただし、外貨建ての債券、購入時に元利金が確定していない
債券、変動金利の債券は除くものとし、原則として償還期限まで 10 年以内のものと
する。 
  
 
（収支計画） 

助成内訳 
１．小規模中継局 （2028 年度～2042 年度） ：153 億円 
２．ミニサテ   （2028 年度～2042 年度） ： 67 億円 
３．新たな伝送技術（2028 年度～2042 年度） ： 60 億円 
４．ＢＢ等代替など（2040 年度頃～2057 年度）：120 億円 

 
 

100



 

 

 

 

 

 

（２）基金の設置・運用に関する資料 
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一般財団法人ＮＨＫ財団 

共同利用及び放送ネットワークの維持・効率化等に関する 

助成事業基金設置・運用規程（案） 
 
（目的） 
第１条 この規程は、一般財団法人ＮＨＫ財団（以下「当法人」という。）が実施する共同

利用及び放送ネットワークの維持・効率化等に関する助成事業（以下「助成事業」とい
う。）について、当法人に設置される助成事業基金（以下「基金」という。）の運用につ
いて必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（区分経理） 
第２条 当法人は、基金の運営を行うにあたり、当該基金に係る経理を当法人の他の財産

に係る経理と明確に区分し、これを毀損することのないよう適正に処理しなければなら
ない。 

 
（助成事業の実施等） 
第３条 助成事業の実施方法等については、別に定める共同利用及び放送ネットワークの

維持・効率化等に関する助成事業実施規程の定めるところによる。 
 
（管理等責任者） 
第４条 理事長は、基金の管理及び運用の適正を期するため、役員又は職員の中から、管

理等責任者を任命し、その管理及び運用に当たらせるものとする。 
２ 管理等責任者は、職員の中から、基金の管理運用業務を遂行する管理運用執行者を任

命することができる。 
３ 管理等責任者は、管理運用執行者を監督し、必要に応じて適切な指示を与えるものと

する。 
 
（基金の構成） 
第５条 基金は、日本放送協会 （以下「ＮＨＫ」という。）と当法人が締結する出捐契約に

基づく基金財産及びその運用益をもって構成する。 
 

（基金の運用） 
第６条 基金の管理・運用は、安全かつ確実な方法で行い、助成事業の円滑な実施と適切

な運用益の確保に配慮する。 
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２ この基金より生ずる運用益については基金へ繰入れることとする。 
 
（運用対象） 
第７条 基金の運用に用いる金融商品は、国内預貯金、国債、地方債、政府保証債、財投

機関債、金融債、事業債、公社債投資信託（円建て）又はＭＭＦ（円建て）の一つ若しく
は複数とする。ただし、外貨建ての債券、購入時に元利金が確定していない債券、変動
金利の債券は除くものとし、原則として償還期限まで 10 年以内のものとする。 

 
（債券等の信用格付け） 
第８条 前条の運用対象の発行体格付けは、ＮＨＫが指示する関連団体運営基準の事前協

議における「重要な資産の取得または処分」の基準に沿ったものとすることを原則とす
る。 

 
（関連団体運営基準） 
第９条 基金の運用にあたり、ＮＨＫの定める関連団体運営基準第 12 条第 16 号「重要な

資産の取得または処分」に該当する場合には、ＮＨＫと必要な事前協議を行うものとす
る。 

２ 基本財産の増減が生じる場合には、ＮＨＫの定める関連団体運営基準第 12 条第６号
「増資、減資または基本財産の増減」に該当することから、ＮＨＫと必要な事前協議を
行うものとする。 

 
（運用手続き） 
第 10 条 管理等責任者は、翌事業年度における資金運用の計画を予算編成の理事会まで

に策定し、理事会の承認を受けなければならず、当該資金運用の計画に基づき、運用を行
うものとする。 

２ 金融商品の購入に際し、管理等責任者は、年限、利率、価格、発行要綱など必要な事
項を明らかにし、理事長の承認を得なければならない。 

 
（資金運営状況の報告） 
第 11 条 管理等責任者は、基金の運用状況について、定期的に理事長に報告するものとす

る。理事長は、運用の経過及び結果について少なくとも半期毎又は必要に応じて理事会
に報告するものとする。 
 

(運営費) 
第 12 条 基金の運営に必要な経費については、基金をもって充てる。 
 

103



（理事会・評議員会・ＮＨＫへの報告） 
第 13 条 理事会は、助成事業への活用状況を含む基金の管理・運用状況について、半期毎

に理事長から報告を受けるものとする。 
２ 評議員会は必要と認めた場合、助成事業への活用状況を含む基金の管理・運用状況に

ついて、理事長から報告を受けるものとする。 
３ 理事長は、助成事業への活用状況を含む基金の管理・運用状況について、半期毎にＮ

ＨＫへ報告するものとする。 
 
（基金の廃止） 
第 14 条 当法人は、ＮＨＫと協議の上で、基金が所期の目的を達成したものと認められる

場合は、基金を精算し、残金が生じた場合はＮＨＫと協議の上で対応するものとする。 
 
（改廃） 
第 15 条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を行う。 
 
（細則） 
第 16 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 
 
附 則 
この規程は、2026 年●月●日から施行する（2026 年●月●日理事会決議）。 

 

104



 

 

 

 

 

 

（３）放送ネットワークの効率化・維持に 

向けた取り組みとしての出資・出捐の

全体像を示す資料 
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放送ネットワークの効率化・維持に向けた取り組みについて

（出資・出捐の全体像）

２０２６年 月5

106



NHK経営計画
(2024-2026)＜２０２５年１月修正＞
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3

放送ネットワーク効率化「共同利用型モデル」の概要
（中継局共同利用推進全国協議会総会（2025年１２月５日開催）において合意）

還元目的積立金 ６００億円

(NHK)

＜還元目的積立金の配分イメージ＞

共同利用会社
（Ｊ-ＢＮ）

▼ミニサテ局共同利用事業

▼ＢＢ等代替支援事業

基金
（NHK財団）

 還元目的積立金６００億円を原資として、

を行うことで、放送ネットワーク共同利用の促進と

効率的な維持管理を実現する。

 J-BNによるミニサテ共同利用事業と基金による中

継局更新経費助成事業との相乗効果・相互補完で、

放送ネットワークの維持・高度化を図る。

 これまで検討してきた仕様の共通化や一括調達、

人材確保施策等は、最大限活用する。

ミニサテライト局
共同利用

基金による
経費助成

出資：200億円 出捐：400億円

▼将来のネットワーク維持

▼中継局共同整備助成事業
※対象はミニサテ/小規模局
         （J-BN含む）

❶ 共同利用会社（J-BN）による全国約４８０局の
ミニサテ共同利用事業

※ なお、還元目的積立金６００億円等を盛り込んだNHK令和８年度収

支予算、事業計画及び資金計画は国会において、３月末に承認された。 108



 

＜参考資料＞ 

 

３ 助成内容に関する資料 

（１） 助成事業に関する資料 

（２）運営委員会に関する資料 
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（１） 助成事業に関する資料 
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一般財団法人ＮＨＫ財団 
共同利用及び放送ネットワークの維持・効率化等に関する 

 助成事業実施規程（案） 
 
目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 
第２章 助成金の申請・交付（第５条－第 17 条） 
第３章 助成事業者の義務（第 18 条－第 20 条） 
第４章 助成事業の実施状況の整理及び報告等（第 21 条－第 23 条） 
第５章 助成金交付決定の取消し等（第 24 条－第 26 条） 
第６章 補則（第 27 条・第 28 条） 
附則 

 
第１章 総則 
 
（目的） 
第１条 この規程は、一般財団法人ＮＨＫ財団（以下「当法人」という。）の定款第４条第

１項第 10 号に定める助成に関する事業の実施について、必要な事項を定め、同事業の円
滑な実施を図ることを目的とする。 

 
（助成の基本原則） 
第２条 本助成事業は、別に定める「共同利用及び放送ネットワークの維持・効率化等に

関する助成事業基金設置・運用規程」に基づき管理・運用される基金を原資として実施
する。 

２ 当法人は、助成金の交付にあたっては、公平性、公正性、透明性及び効率性を確保し、
放送ネットワークの維持・効率化等に資するものとなるよう努める。 

 
（定義） 
第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 
（１）助成金 当法人が、この規程に基づき、当法人以外の者に対して交付する金員をい

う。 
（２）申請事業 助成金の交付の対象となる事業をいう。 
（３）申請事業者 助成金の交付を申請する者をいう。 
（４）助成対象事業 助成金の交付対象となる事業をいう。 
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（５）助成事業者 助成金の交付を受けて助成事業を行う者をいう。 
（６）運営委員会 公平性、公正性及び透明性を担保するための独立した審査機関とし

て、申請事業者からの申請内容等審査その他の事項を所掌する会議体として、当法人
に設置される委員会をいう。 

（７）基金運営事務局 助成金申請等の受付事務、助成金申請等内容の確認、審査案の作
成、申請事業者からの問い合わせ対応等の事務を行う組織をいう。 

 
（運営委員会） 
第４条 運営委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に

定める「共同利用及び放送ネットワークの維持・効率化等に関する助成事業運営委員会
規程」に定めるところによる。 

 
第２章 助成金の申請・交付 
 
（申請事業者） 
第５条 申請事業者は、次の各号に掲げる要件を満たすものであって、本事業の趣旨に照
らし、助成金を交付することが適切であると運営委員会が認める者とする。 

（１）放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第２条第 23 号の基幹放送事業者又は同条第 24
号の基幹放送局提供事業者その他、地上基幹放送の放送設備を所有し、これを地上基
幹放送事業者に貸与している者であること。 

（２）申請事業の計画に従ってこれを遂行するために必要な経理的基礎及び技術的能力
があると認められること。 

（３）暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力
のいずれでもなく、また、これらが経営又は運営に実質的に関与していないこと。 

（４）宗教活動又は政治活動を目的とする法人及び団体でないこと。  
（５）その他申請事業者として不適当と認められる行為がなかったこと。 

２ 申請事業者は、申請事業につき助成金の交付決定がなされたときは、この規程を遵守
して助成事業を実施しなければならない。 

 
（申請事業者の募集・申請書類） 
第６条 申請事業者の募集方法、申請書類その他の募集及び申請に関する事項は、助成対

象事業ごとに別途定める実施要領（以下「実施要領」という。）による。 
 
（助成対象事業の要件） 
第７条 助成対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。 

（１）条件不利地域における小規模中継局の更新工事・共用化工事の事業 （大規模災害時
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の復旧工事を含む） 
（２）極微小電力中継局（ミニサテライト局）の更新工事の事業 （大規模災害時の復旧工

事を含む） 
（３）ブロードバンド等代替など新たな伝送技術の開発・導入促進事業 

２ 前項の事業は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。 
 （１）計画及び実施方法が、目的を達成するために適切であること。 

（２）実施して得られる効果が、特定の者の利益にのみ寄与するものと認められないこ
と。 

３ 第１項各号の要件は、実施要領でそれぞれ定める。 
４ 第１項第３号の事業への助成の要件については、ＮＨＫとの協議により、将来の技術

革新その他放送メディア環境の変化等に応じた放送事業者等による協議の結果を踏まえ
て具体化を行う。 
 

（助成交付決定手続等） 
第８条 基金運営事務局は、第５条及び第７条の要件に適合する助成対象者及び助成対象

事業について、申請事業者から提出された申請書類に基づき、申請事業の内容及び助成
対象経費の妥当性等について確認を行い、理事長に助成対象事業の選考案（以下「選考
案」という。）を提出する。 

２ 理事長は、前項の規定により提出を受けた選考案を運営委員会に諮問する。 
 

（助成対象事業の選考） 
第９条 運営委員会は前条の諮問を受けた選考案について、実施要領に基づいて助成対象

事業を選考する。 
2 運営委員会は、前条の選考結果を理事長に答申し、理事長は理事会の承認決議を受けて

助成対象事業を決定する。 
３ 前項に定める選考結果は、適切な方法により公表するものとする。 
 
（助成金交付の額） 
第 10 条 第７条第１項第１号及び第２号の事業に対し、前条第 2 項で決定した助成対象

事業に交付する助成金の額は、別途定める助成金の適用範囲の工事等に要する経費（以
下「助成金対象経費」という。）の５分の２とする。 

２ 助成対象事業による交付額は、地域の公平性を考慮し、地域ごとの対象局所数などに
応じて設定する助成金の上限額目安の範囲内であること。ただし、理事会の承認を得た
場合には、上限額の目安を変更することができる。 

 
（助成金の交付の決定の通知） 
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第 11 条 理事長は、第 10 条の規定により助成金の交付額を決定したときは、その旨及び
決定した助成内容その他必要な事項を申請事業者に通知する。 

 
（助成金の交付の辞退） 
第 12 条 助成事業者は、前条の通知を受けた後、やむを得ない事情により助成金の交付を

辞退しようとするときは、その理由を記載した書類を遅滞なく基金運営事務局に提出し
なければならない。 

２ 理事長は、助成事業者から前項の書類の提出があったときは、運営委員会の意見を聴
いて、当該申請に係る助成金の交付の決定を取り消すものとする。 

 
（助成事業計画の変更等） 
第 13 条 助成事業者は、助成事業に係る事業計画又は実施内容 （工事を伴う場合には工事

内容を含む）を変更しようとする場合は、変更申請を行うものとする。変更申請の当否
を判断する手続は、第９条の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず、突発的な事象により放送ネットワークの維持に支障が生じ、
速やかな対応が必要と認められる場合には、基金運営事務局は、事後の報告を条件とし
て、必要な指示を行うことができる。 

 
（事業終了の実績報告） 
第 14 条 助成事業者は、助成事業が終了した日から起算して 30 日以内に、実施要領が規

定する書式により、実績報告書その他の実施要領が定める書類を基金運営事務局に提出
しなければならない。 

 
（助成金の助成額の確定手続等） 
第 15 条 基金運営事務局は、前条の規定により提出された実績報告書等に基づき、助成事

業の実施内容及び経費の妥当性等について確認を行い、理事長に確定案を提出する。 
２ 理事長は、前項の規定により提出を受けた確定案を運営委員会に諮問し、運営委員会

の答申を受けて、助成金の額の確定案を決定する。 
３ 理事長は、前項の規定による運営委員会の答申結果を踏まえ、理事会の承認を得て助

成金の額を確定する。 
 
（助成金の助成額の確定通知） 
第 16 条 理事長は、前条第３項の確定をしたときは、その旨及び確定した助成金の金額等

を助成事業者に通知する。 
 
（助成金の交付） 
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第 17 条 当法人は、前条の通知後に、当法人が指定する期日限り、決定した助成金を一括
して助成事業者に対して交付する。 

 
第３章 助成事業者の義務 
 
（善良なる管理者の注意） 
第 18 条 助成事業者は、この規程及び助成の趣旨に従い、善良なる管理者の注意をもって

助成事業を行わなければならない。 
 
（助成金の目的外使用及び設備等の譲渡等の禁止） 
第 19 条 助成事業者は、助成事業に係る助成金を他の用途に使用してはならない。 
２ 助成事業者は、助成金の交付を受けて整備した設備等について、当法人への届出・承

認を得ることなく、譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄その他の処分をしてはならない。 
 
（名称等の変更の届出） 
第 20 条 助成事業者が、名称、定款、代表者若しくは住所を変更したとき又は解散したと

きは、遅滞なく基金運営事務局に届け出なければならない。ただし、助成事業の実施が
終了した日の属する事業年度の終了後５年を経過したときは、この限りでない。 

 
第４章 助成事業の実施状況の整理及び報告等 
 
（助成事業の実施状況の整理および報告） 
第 21 条 基金運営事務局は、事業年度ごとに、助成事業全体の実施状況について整理を行

い、助成金申請及び交付の状況、助成金の執行状況、今後の見通し等を取りまとめ、そ
の内容を運営委員会及び理事長に報告する。 

２ 当法人は、前項により取りまとめた助成事業の実施状況について、公平性、公正性及
び透明性の確保の観点から、適切な方法により公表するものとする。 

 
（報告徴収） 
第 22 条 基金運営事務局は、助成事業の適正を期するために必要があると認めるときは、

助成事業者から随時報告を求めることができる。ただし、助成事業の完了の日の属する
事業年度の終了後５年を経過したときは、この限りでない。 

 
（監査） 
第 23 条 当法人は、助成事業の適正な実施を確保するため、助成事業の実施状況等を踏ま

え、定期的に、又は必要があると認めるときは、助成事業を監査することができる。 
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第５章 助成金交付決定の取消し等 
 
（助成金の交付決定の取消し） 
第 24 条 助成事業者が次の各号の一に該当するときは、当法人は、助成金の全部又は一部

の交付の決定を取り消すことができる。 
（１）助成金申請者から、交付決定後に助成金の交付を辞退する旨の届出があった場合 
（２）偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を得、又は交付を受けた場合 
（３）助成事業を中止した場合 
（４）助成事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合 
（５）一部基幹放送事業者が事業から離脱するなど、助成の条件から外れた場合 
（６）前条に規定する監査を拒み、妨げ又は忌避した場合 
（７）助成金を当法人が指定した目的外に使用したものと認められる場合 
（８）助成金の交付を受けて整備した設備等につき、当法人の承認を得ることなく、譲

渡、交換、貸付、担保提供、廃棄その他の処分をしたものと認められる場合 
（９）その他この規程又はこの規程に基づく決定に違反したと認められる場合 
（10） 法令又は定款に違反する行為をする等著しく運営の適格性を欠くと認められる場

合 
 
（助成金の返還請求） 
第 25 条 当法人は、前条に基づき、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成

事業の当該取消しに係る部分に関しすでに助成金が給付されているときは、その全部又
は一部について、助成事業者に対し、期限を定めてその返還を求めるものとする。 

 
（延滞金） 
第 26 条 助成事業者は、前条に基づき助成金の返還を求められた場合において、これを指

定期限までに納めなかったときは、実施要領に定めるところにより、延滞金を当法人に
納めなければならない。 

２ 当法人は、前項においてやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一
部を免除することができる。 

 
第６章 補則 
 
（改廃） 
第 27 条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行う。 
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（細則） 
第 28 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 
 
附 則 

この規程は、2026 年●月●日より施行する。  
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（２） 運営委員会に関する資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118



一般財団法人ＮＨＫ財団 

共同利用及び放送ネットワークの維持・効率化等に関する 

助成事業運営委員会規程（案） 
目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 委員会の構成（第５条－第９条） 

第３章 委員会の権限及び審査（第 10条－第 12条） 

第４章 会議（第 13 条－第 19 条） 

第５章 事務局（第 20条） 

第６章 補則（第 21 条－第 23 条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ＮＨＫ財団（以下「当法人」という。）が日本放送協会と

締結する出捐契約書に基づき実施する共同利用及び放送ネットワークの維持・効率化等助

成事業（以下「助成事業」という。）に関し、当法人に設置される運営委員会（以下「委員

会」という。）についてその任務、構成及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この規程において用いる用語の定義は、この規程において定めるもののほか、共同

利用及び放送ネットワークの維持・効率化等に関する助成事業実施規程（以下「助成事業

実施規程」という。）の定めるところによる。 

（運営委員会の位置づけ） 

第３条 委員会は、当法人が実施する助成事業に関し、申請事業者からの申請内容等審査そ

の他の事項を所掌する会議体として、当法人に設置される。 

２ 委員会は、公平性、公正性及び透明性を担保するための独立した審査機関であり、理事

長の諮問に応じ、合議の結果を理事長に答申する。 

３ 理事長は、前項の運営委員会による報告を理事会に上程し、その承認を得て、助成金の

交付を決定する。 

（関係規程との関係） 

第４条 委員会は、助成事業実施規程の定めるところにより、申請事業者からの申請内容等

に対する審査、助成金交付の選考案の審査その他の所掌事項を行うことを任務とする。 

２ この規程に定めのない事項については、共同利用及び放送ネットワークの維持・効率化

等に関する助成事業基金設置・運用規程及び助成事業実施規程の定めるところによる。 
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第２章 委員会の構成 

（委員の構成） 

第５条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者であって、助成事業に関して優れた知

見と専門性を有し、公正かつ中立な立場を堅持することができる者のうちから、理事会の

承認を得て理事長が委嘱する委員４名以上６名以内をもって構成する。 

（１）有識者 

（２）民間放送事業者から推薦された者 

（３）日本放送協会から推薦された者 

２ 前項第２号及び第３号に該当する委員の数は、それぞれ１名とする。 

３ 第１項第３号に該当する委員の合計数は、委員の総数の３分の１未満でなければならな

い。 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、委嘱後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

理事会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

（委員の辞任・解任） 

第７条 委員は、任期中においても当法人に対し辞任を申し出て、理事長がこれを認めたと

きは、辞任することができる。 

２ 委員が次の各号に該当するときは、委員の２分の１以上の議決の上、当法人がこれを解

任することができる。 

（１）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

（２）職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 

３ 委員が死亡又は辞任し、若しくは解任されたときは、当法人は、これを補充しなければ

ならない。ただし、当該委員を除く委員の人数が第５条第１項に規定する員数を満たして

いるときは、この限りでない。 

４ 委員は、辞任又は任務満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。ただし、当該委員を除く委員の人数が第５条第１項に規定する員数

を満たしているときは、この限りでない。 

（委員長） 

第８条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 

（委員の報酬） 

第９条 運営委員の報酬については、支給の要領を別途定める。また、当法人は、運営委員
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に対し、基金財産から調査費、交通費等その任務を遂行する上において必要な費用を支払

うことができる。 

２ 前項の支給の要領を変更する必要がある場合、第 20 条に定める運営委員会事務局の長

が変更案をとりまとめ、理事長に提案し、理事長は、理事会での審議を経て決定する。 

第３章 委員会の権限及び審査 

（所掌事項） 

第 10 条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）助成事業について、実施要領で定める評価基準を変更する必要がある場合、変更案

を策定し、理事長に提案すること 

（２）申請事業者からの助成金交付申請を審査し、その結果を理事長に報告すること 

（３）必要があると認めるときは、助成事業を監査すること 

（４）その他、助成事業実施規程及び関連実施要領に基づき判断を要する事項について、

理事長が必要と認める事項 

（審査の基本原則） 

第 11 条 委員会は、前条第２号の審査にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

（１）明示された基準に基づき公平に判断すること 

（２）特定の事業者の利益誘導とならないこと 

（３）審査過程及び判断理由が後から検証可能であること 

（利害関係者の排除） 

第 12 条 委員が審査の対象となる案件について直接の利害関係を有する場合は、当該委員

は、当該案件の議決に加わることができない。 

２ 前項における直接の利害関係を有する場合とは、委員の属する事業者が当該審査の対象

となる場合のことをいい、子会社、関連事業者に該当する場合は、この限りではない。 

３ 第１項に該当するか否かの判断は、委員長が行う。 

第４章 会議 

（開催） 

第 13 条 委員会は、定例又は必要に応じて開催するものとし、助成事業の円滑な実施に支

障を生じない頻度で行う。 

（招集） 

第 14 条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が欠けたとき又は事故があるとき

は、各委員がこれを招集することができる。 

２ 委員会を招集しようとするときは、委員に対し、書面又は電磁的方法により、あらかじ
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め、日時、場所、議題その他必要な事項を通知しなければならない。 

３ 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

４ 委員会は、出席者が一堂に会するのと同等に相互に十分議論できる環境であれば、Ｗｅ

ｂ会議システム等を利用する方法により開催することができる。 

（出席者等） 

第 15 条 委員長は、必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求め、その意見、

説明等を徴することができる。 

（議長） 

第 16 条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 

２ 前項にかかわらず、委員長が欠席したとき又は委員長が欠けたときは、出席した委員の

中から互選された者がこれに当たる。 

（委員会開催の事務） 

第 17 条 委員会の開催等に必要な事務は、運営委員会事務局（以下「事務局」という。）が

行う。 

（議決） 

第 18 条 委員会の議決は、議決について特別の利害関係を有する委員を除く委員の過半数

が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

２ やむを得ない理由のため委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につ

いて、書面をもって表決することができる。 

（議事録） 

第 19 条 委員会の議事については、議事録を作成し、審査の経過、決定の要旨その他議事

の経過を明らかにするために必要な事項を記載又は記録するものとする。 

２ 議事録は、当法人において適切に保存する。 

第５章 事務局 

（事務局） 

第 20 条 委員会の事務を補佐するため、事務局を置く。 

２ 事務局には、運営委員会の職務執行を補佐するのに必要な専門的知識及び能力を有する

職員を適切な員数で配置する。 

３ 事務局の職員（以下「事務局員」という。）は、運営委員会の命を受けて、その職務執行

に資する業務に従事する。 

第６章 補則 

（守秘義務） 
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第 21 条 委員及び事務局員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

（細則） 

第 22 条 本規程の実施に関し必要な細目的事項は理事長がこれを定める。 

（改廃） 

第 23 条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

附 則 

この規程は、2026 年○月○日から施行する。 
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NHK財団

本出捐に関するガバナンス体制

NHK（執行部）

NHK（経営委員会）

出捐時 基金設置後

NHK財団

NHK（執行部）

NHK（経営委員会）

①認可申請
付議

②議決

③契約により、
基金の目的・使途や
基金設置後の報告等
ガバナンスを担保

①報告を
要求

②報告④出捐

③執行部で内容精査の上、

・報告事項として付議
・ガバナンス協議会で
審議・検討

④改善すべき
内容を伝達

⑤対応方針や
是正措置を
報告

⑥内容精査の
上、報告
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（２） 経営委員会および執行部による 

基金ガバナンス方針に関する資料 
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■基金ガバナンス方針 （NHK 経営委員会・執行部） 

 

１．基本的考え方 

本基金は、受信料を原資とする NHK の重要施策の一環として NHK からの出捐により設置され、NHK

財団が運営するものである。基金の執行主体は NHK 財団である一方、NHK（経営委員会および執行部）は、

基金のガバナンス確保および対外説明について最終的な責任を負う立場にある。 

本方針は、内部統制関係議決等に基づく一般的なガバナンスに加え、NHK による本基金のガバナンスに

ついて、経営委員会が業務執行に介入することなく統治・監督の観点から基金運営へ関与することを明確

化・ルール化し、もって基金の透明性および視聴者・国民への説明責任を一段強化することを目的とする。 

 

2. 内部統制関係議決等に基づく一般的なガバナンス 

執行部は、内部統制関係議決等に基づく一般的なガバナンスとして、財団に対してＮＨＫの経営意思の伝

達を図るとともに、事業運営に関する事前協議等を通じて、適切な業務運営を担保する。特に、出捐の趣旨

に沿った運営が行われるよう、事業計画、実施状況、資金運用、管理費、リスク事象等を確認し、必要に応じ

て財団に改善を求める。 

 

3．NHK 財団から執行部への報告 

（１） 定期報告 

執行部は、一般的な業務報告に加え、NHK 財団に対し、本基金に関し、少なくとも以下の事項について 

定期報告を求める。当面の間は半期ごとに報告。 

• 年度事業計画、実施結果及び決算報告（年度ごと） 

• 資金運用の状況（資産残高、運用実績、運用方針の遵守状況） 

• 管理費（オペレーションコスト）の実績および運用益との対応関係 

• ガバナンスの状況（運営委員会、会計監査人等からの指摘事項、行政対応の状況） 

（２） 臨時報告 

以下の事象が発生し、または発生するおそれがある場合には、速やかな臨時報告を求める。 

• 基金の具体的な使途、本事業に係る助成条件、その他本事業の実施方法等（出捐の趣旨に変更を生

じない範囲内のものに限る）の変更 

• 本基金による事業の実施計画の変更 

• 資産の運用方針または管理費の考え方の重要な変更 

• 基金の運用方針の変更等、出捐の趣旨に影響を及ぼす可能性のある事項 

• 行政庁等から是正要請・照会を受けた場合 

• 社会的影響またはレピュテーションリスクが生じ得る事象が発生した場合 
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4．執行部から経営委員会への報告および経営委員会の関与の枠組み 

執行部は、2.に加えて、上掲の基金に関する NHK 財団からの報告内容を精査・検証した上で、経営委員

会へ報告する。 

（１） 報告区分の明確化 

報告は、重要性に応じ、以下の区分に基づき実施 

• 年度事業計画、実施結果及び決算報告並びに論点・課題を伴う事項（経営方針に関わる事項等）： 

報告事項として付議のうえ、ガバナンス協議会で審議・検討 

• 上記以外の事項：報告事項として付議 

（２） 関与の位置づけ 

経営委員会の関与は、個別の執行判断への介入を目的とするものではなく、基金運営が適切なガバナン

スの下で行われているかを確認し、ガバナンスを確保することを目的とする。 

 

5．財団との連携およびフォローアップの明確化 

経営委員会（ガバナンス協議会を含む）の議論または執行部による精査・検証を踏まえ、基金運営に関して

改善が必要と判断した事項については、以下を原則とするフォローアップの仕組みを確保する。 

1. 執行部が改善すべき内容を整理し、NHK 財団に伝達する 

2. NHK 財団は、一定期間内に対応方針または是正措置を文書で報告する 

3. 執行部は、その報告内容を精査・検証した上で、可及的速やかに経営委員会に報告する 

 

6．透明性および説明責任の確保 

執行部は、基金の目的、ガバナンス体制、運営概況等についてホームページ等で公表し、基金の実施状況、 

資金運用、管理費、改善対応等について、国民・視聴者に対して分かりやすく説明する。また、経営委員会は

報告や議論の内容等について議事録等を通じて、国民・視聴者に対する適切な情報の提供を行い、透明性・

説明責任を確保するものとする。 
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資料３ 

電波監理審議会審議資料 

 

令和８年６月１５日 

 

 

 

 

デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に 
関する取りまとめ（第４次） 
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                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （松下課長補佐、後藤官、宮内官） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  報告内容について 

                   総務省情報流通行政局放送政策課 

                         （澤谷統括補佐、中野課長補佐、丹野係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７７６ 
 



デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に
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令 和 ８ 年 ６ 月
総 務 省
情報流通行政局
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放送を取り巻く社会環境の変化
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若者を中心としたテレビ離れ

インターネット利用の進展

（出典）総務省「令和６年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 （出典）電通「2025年日本の広告費」

（出典）内閣府「消費動向調査」

 世代交代等によるテレビ離れが加速している。

（出典）ＮＨＫ放送文化研究所「国民生活時間調査」
（年度末）

テレビ（リアルタイム）視聴
（赤）： 154.7分
インターネット利用
（青）：181.8分

地上波テレビ（橙）
（2025年 約1.6兆円）

インターネット（緑）
（2025年 約４兆円）

54%

49%
50% 52%

79%

40

50

60

70

80

90

100

2005 2010 2015 2020 2025

10代男性
20代男性
10代女性
20代女性
国民全体

（％）

 テレビの普及率は若年層を中心に逓減傾向。2025年度、初めてスマートフォンの
普及率がテレビの普及率を上回る。

 2023年度、「ネット利用」が「テレビ（リアルタイム）視聴」を初めて超過。  2019年、インターネットの広告費が地上波テレビの広告費を上回り、その後も差は
拡大。

1日15分以上テレビを見る率 （「行為者率」：平日平均） 世帯主別普及率 「テレビ」 対 「スマートフォン」

主なメディアの平均利用時間（全年代・平日） 日本の広告市場の推移
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放送事業者別の売上高の推移 3
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• イベントの復活、広告収入の伸び等によりコロナ禍の影響からは回復基調。
• コロナ禍以前の水準までは回復していないが、地上波テレビ・ラジオは2024年度に売上高が微増。

（ケーブルテレビは2018年度から6年連続、衛星放送は2023年度から減少）

※ 「ケーブルテレビ事業者」は、全事業のうちケーブルテレビ事業のみの売上高。

衛星放送（BS放送） ラジオ単営社

キー局・準キー局

ローカルテレビ局（AM兼営社含む）
※ 売上高50億円以下の局は、

43社（2004年度）から64社（2024年度）に増加。



（１）デジタル時代における放送の意義・役割
（２）放送ネットワークインフラの将来像
（３）放送コンテンツのインターネット配信の在り方
（４）デジタル時代における放送制度の在り方

１．背景・目的

２．主な検討項目

 ブロードバンドインフラの普及やスマートフォン等の端末の多様化等を背景に、デジタル化が社会全体で急速に
進展。

 視聴者のテレビ離れが進み、インターネットによる動画視聴が進展する中、従来の地上テレビ放送のネットワー
クインフラの維持が困難となると考えられる一方、一部の放送事業者において放送コンテンツのインターネット配
信の取組が進められている。

 こうした状況を踏まえ、本検討会では、放送の将来像や放送制度の在り方について中長期的な視点から検討
を行う。

令和３年11月 第１回会合開催
令和４年８月 第１次取りまとめ公表
令和５年10月 第２次取りまとめ公表
令和６年12月 第３次取りまとめ公表
令和８年５月 第４次取りまとめ公表

３．開催状況

4「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」の概要

※オブザーバー 日本放送協会、一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

氏名 所属
三友 仁志（座長） 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授

飯塚 留美 一般財団法人マルチメディア振興センター 調査研究部 研究主幹
伊東 晋 東京理科大学名誉教授

大谷 和子 株式会社日本総合研究所 執行役員
奥 律哉 株式会社電通総研 名誉フェロー

落合 孝文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 プロトタイプ政策研究所所長・
シニアパートナー弁護士

宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
曽我部 真裕 京都大学大学院法学研究科 教授

瀧 俊雄 株式会社マネーフォワード 執行役員 グループCoPA マネーフォワード
総合研究所長

長田 三紀 情報通信消費者ネットワーク
林 秀弥 名古屋大学大学院法学研究科 教授

森川 博之 東京大学大学院工学系研究科 教授
山本 龍彦 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授
山本 隆司 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

４．構成員



「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」の構成

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会
座長： 三友仁志教授

適正な製作取引の推進に関する検証・検討会議（座長：舟田正之教授）(H30.10～)
・下請取引に関するガイドライン（適正な製作環境に関する改正を含む。）

⇒ R6.10 改訂版公表

（第３期）（R6.3～R6.12）

（第１期）（R3.11～R4.8）
① 放送ネットワークインフラのコスト低減
（共同利用型モデル、BB代替、マスタークラウド化）

② 放送コンテンツのインターネット配信
（NHKのネット配信業務、放送コンテンツの価値の浸透 等）

③ 経営基盤の強化
（マス排見直し、複数地域の放送番組同一化）

（第２期）（R4.11～R5.10）
① 衛星放送・ケーブルテレビ

→インフラコストの削減について衛星放送WGで議論
② 放送用の周波数の有効利用（放送大学の地上放送跡地）
③ 放送の真実性・信頼性の確保（訂正放送）
④ 民放の情報開示の在り方（コーポレートガバナンス）
⑤ その他（AM局のFM転換 等）

① 放送の将来像（放送の価値、放送概念 等）
② BB代替（制度的検討）
③ AM放送（AM局運用休止、FM転換 等）
④ 継続的な検討課題

公共放送WG 主査：三友仁志教授

※ 過去の取りまとめ
・ １次：R4.8
・ ２次：R5.10
・ ３次：R6.12

BB代替作業チーム 主査：伊東晋名誉教授

コンテンツWG 主査：山本龍彦教授

衛星放送WG 主査：伊東晋名誉教授 （R5.11～ ）

日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合（R5.11～）
⇒ R6.11 「検証会議」に移行

（R4.2～ ）

（R4.9～ ）
※ 過去の取りまとめ
・ １次：R5.10
・ ２次：R6.2
・ ３次：R6.12

※ 過去の取りまとめ
・ １次：R5.10
・ ２次：R6.12

（R4.12～ ）

※ R4.8取りまとめ

※ R5.10取りまとめ

※ R6.12取りまとめ

放送・配信コンテンツ産業戦略検討チーム 主査：内山隆教授

（R7.3～）

広域大規模災害を想定した放送サービスの維持・
確保方策の充実・強化検討チーム 主査：三友仁志教授

（R7.2～）

※ 過去の取りまとめ
・ １次：R6.12
・ ２次：R7.12

（第４期）（R7.4～）
① 地域における放送事業者の経営基盤と地域情報の確保
② 放送番組のインターネット配信の在り方
③ インターネットを含めた情報空間全体における放送の在り方
④ 今後の検討課題

※ 取りまとめ R7.9

※ 取りまとめ R7.8

※ R8.5取りまとめ
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「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」取りまとめ（令和４年８月５日公表）の概要 6

① 放送ネットワークインフラ
○小規模中継局等の「共同利用型モデル」

○小規模中継局等のブロードバンド等による代替

○マスター設備の効率化（IP化、クラウド化等）

② 放送コンテンツのインターネット配信
○インターネット空間への放送コンテンツの価値の浸透

○放送同時配信等サービスの後押し

○NHKのインターネット活用業務の見直し 

③ 経営基盤の強化
○安定的な経営環境の実現

○コンテンツ制作への注力

2030年頃の「放送の将来像」
設備コストの負担軽減
ブロードバンド基盤やデジタル技術を積極的に活用 放送の価値のインターネット空間への浸透

柔軟な制度見直しにより、経営の選択肢を拡大

放送を取り巻く大きな環境変化
• ブロードバンドの普及、動画配信サービスの伸長
• 「テレビ離れ」、情報空間の放送以外への拡大
• 人口減少の加速

デジタル時代における放送の意義・役割
• 災害情報や地域情報等の「社会の基本情報」の共有
• 取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報発信
• 情報空間におけるインフォメーション・ヘルスの確保



○ローカル局の経営基盤の強化
・地上テレビ放送について、多元性・   

多様性・地域性の確保に留意しつつ、
ローカル局の経営の選択肢の拡大のため、
同一放送対象地域内の複数局の兼営・ 
支配を認めることが適当。

・基幹放送普及計画について、実態に即し
た放送系の数の目標の修正等、現状や 
課題に即したアップデートを行うことが
適当。

○放送番組への接触機会の確保
・ネット空間において様々な問題が顕在化する中、放送が果たす

役割に期待。
・一部の国で、ＣＴＶ上で放送コンテンツを優先表示するプロミ

ネンス制度が導入・運用。その効果の可視化が必要。

○放送インフラの整備・維持
・地上テレビについては、中継局の共同利用やブロードバンド等

代替などの放送ネットワークの効率化に向けた取組が進行中。

・衛星放送については、ネット配信サービスの伸展等を踏まえ、
ビジネスモデルの再検討等やインフラの効率化が課題。

・広域大規模災害を想定した放送サービスの維持・確保に関する
取組を進めることが重要。

○視聴データの利活用
・収益増に資する広告の高度化等につながることが期待されるが、

現時点で放送事業者間で考え方に差異がある。

○テレビ番組のネット配信
・多くの放送事業者が番組配信を実施し、

収益源の拡大・多様化に資すると期待
されるが、特にローカル局においては
配信する権利を有する自社制作番組が
少ないという課題。

○ラジオ番組のネット配信
・既に全番組の同時配信が実現している

ラジオのうち、ＡＭ局については、
ＦＭ転換及びＡＭ局廃止に向けた取組と
して、ＡＭ局運用休止の特例措置による
検証を実施中。その際、ネット配信に
よるカバーも考慮。

・ＦＭ中継局を廃止する場合について、
事業者等はＡＭ局と同様の措置を要望。

○ローカル局の経営状況
・ローカル局には地域情報発信の主な

担い手としての役割が期待。一方、人口
減少等によって、経営は厳しい状況。

○地域情報の発信に関する取組
・各放送事業者は、自社で番組を制作して

放送するほか、ネット配信等を通じて
地域情報を発信。特にローカル局に
ついては、地域情報の収集及び発信が、
その存在意義。

・キー局等と比較して、ローカル局の
自社制作番組比率は低い傾向。一方、
自社制作番組の拡大が必ずしも収益増に
つながらない状況。

・地域情報の担い手として、ケーブルテレ
ビやコミュニティ放送の役割も重要。

・放送は、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものであり、第１次取りまとめにおいては、取材や編集に裏打ちされた信頼性
の高い情報発信、「知る権利」の保障、「社会の基本情報」の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進という価値があると示した。

・一方、視聴者のテレビ離れや民間放送事業者の主たる収益源である広告費の減少など放送を取り巻く環境の変化によって、国民・視聴者における情報の入手
及び視聴の対象が、放送からインターネットへと移行しつつあり、今後もこのような動きは加速すると考えられる。

○テレビ番組のネット配信
・番組のリーチや収益源の拡大・多様化に

向けて、ネット配信を進めることが期待。
その前提として配信可能な自社制作番組
の拡大に資する取組を進めることが適当。

○ラジオ番組のネット配信
・ＡＭ局については、ＦＭ転換及びＡＭ局

廃止に必要な制度整備に向けた具体的な
検討を進めることが適当。ＦＭ局に    
ついては、まずは自治体や住民等の反応
を把握する取組を行うことが適当。

○放送番組への接触機会の確保の在り方
・プロミネンスについては、各国の状況や放送の定義等を踏まえ

つつ、目的や対象、実施手法等について、更なる検討を行う 
ことが適当。

○放送全体の将来的なインフラの在り方
・ネット配信の拡大を見据えつつ、情報伝達手段の重層化という

観点も踏まえ、放送全体の将来的なインフラの在り方について、
更なる検討を行うことが適当。

○視聴データの利活用
・業界全体での利活用に資するよう、引き続き、関係者間で検討

を行うことが適当。

第１章 放送を取り巻く環境の変化

第２章 地域における放送事業者の
経営基盤と地域情報の確保

第４章 インターネットを含めた
情報空間全体における放送の在り方

第３章 放送番組の
インターネット配信の在り方

第５章 今後の方向性

デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ（第４次） 概要 7



地上テレビジョン放送におけるマスメディア集中排除原則の見直し等に係る改正の概要 8

○ローカル局の経営基盤を強化する観点から、今後は経営の選択肢の拡大のため、地上テレビ放送についても、同一放送対象地域内の複数局の
兼営・支配を認めることが適当

○その場合においても、多元性・多様性・地域性の確保に留意する必要
・社数が多い地域ほど人口減少の影響を強く受けているという状況を踏まえると、４事業者がいる放送対象地域において認める意義は大きい一方で、事業者数が少な
い地域ほど経営が脆弱であることを踏まえると、そういった地域を制度の枠外に置くことは整合性を欠くのではないか

・キー局や準キー局といった広域圏の事業者については、相対的に経営体力があることから、同一放送対象地域内の兼営・支配を認めることの必要性や緊急性に乏し
く、市場支配力の強化に繋がりかねないことから、対象に入れることは避けるべきではないか

○指針（※）については、全国各地域における放送系の数の拡大を目指して規定したものと考えられるが、人口減少などの制定当初からの環境変化
を踏まえて、①の同一放送対象地域内におけるテレビの複数局の兼営・支配の容認に併せて、現状の各地域の放送系の数の実態に即した修正
を行うことが適当

○放送の維持・確保といった視点や放送番組の活用といった視点、視聴者側の動向変化への対応といった観点から、今後とも現状及び課題に即し
たアップデートを行っていくことが適当

○今後、放送に係る広告収入が頭打ちになっていくことが想定される放送事業者にとって、テレビ番組のインターネット配信は、放送対象地域外へ
の自社番組の発信や収益源の拡大・多様化に繋がることが期待。その際、特にローカル局については、インターネットに配信できる自社制作番組
の拡大に繋がる取組を進めることが適当

（検討会取りまとめの記載内容）

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」第４次取りまとめ（令和８年５月）を踏まえ、以下の
制度整備を行う。

（検討会取りまとめの記載内容）

※「基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項」として、全国の各地域で民放４系統の放送があまねく受信できることが指針とされている

改正事項① 地上テレビジョン放送におけるマスメディア集中排除原則の見直し

改正事項② 基幹放送普及計画のアップデート

基幹放送普及計画の第１（基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項）において、
地上テレビ放送の放送系の数の目標について、現状の各地域の放送系の数の実態に即した修正するとともに、
自社制作の放送番組その他の情報を配信するなど地上基幹放送の価値の向上に資する多様な取組に努めることとする旨
を追記。

マスメディア集中排除原則に関する省令※及び放送法施行規則において、
地上テレビジョン放送について、同一放送対象地域において広域放送を除き２局まで兼営・支配を可能とする。
（詳細は次頁参照。） ※基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
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 地上テレビジョン放送について、同一放送対象地域において一の者が兼営・支配することができる数を１局から２局へ緩和。
 ただし、影響の大きさに鑑み、同一放送対象地域において広域放送を行う者同士の兼営・支配は不可。

 （１）の緩和に併せ、一の放送対象地域において認定放送持株会社が傘下に置くことができる地上テレビジョン放送者の数を１から２へ緩和。
 なお、一の放送対象地域において広域放送を行う地上テレビジョン放送者の扱いについては、（１）と同様。

甲県

Ｘ社

Ａ社
（地上テレビ）

Ｂ社
（地上テレビ）

×
現状 改正案

同一放送対象地域において
地上テレビ１局超の兼営・支配不可

兼営・支配不可

同一放送対象地域において
県域テレビ２局まで
兼営・支配可

甲県

Ｘ社

Ａ社
（県域テレビ）

Ｂ社
（県域テレビ）

○兼営・支配可

乙広域圏

Ｘ社

Ａ社
（広域テレビ）

Ｂ社
（広域テレビ）

×兼営・支配不可

同一放送対象地域の
広域テレビ２局の
兼営・支配不可

放送対象地域が重複する
県域テレビ１局と広域テレビ１局
の兼営・支配は可

甲県

Ｘ社

Ａ社
（県域テレビ）

Ｂ社
（広域テレビ）

○兼営・支配可

乙広域圏

（１）同一放送対象地域における地上テレビジョン放送の兼営・支配緩和

（２）認定放送持株会社制度における地上テレビジョン放送に係る兼営・支配緩和

放送事業者の経営基盤強化の観点から、経営の選択肢の拡大のため、地上テレビジョン放送について、同一
放送対象地域において広域放送を除き２局まで兼営・支配を可能とする。

乙県甲県

Ａ社
（地上テレビ）

Ｃ社
（地上テレビ）

Ｂ社
（地上テレビ）

支配不可

認定放送持株会社

×

乙県甲県

Ａ社
（県域テレビ）

Ｃ社
（地上テレビ）

Ｂ社
（県域テレビ）

認定放送持株会社

丙広域圏

Ｄ社
（広域テレビ）

Ｅ社
（広域テレビ）

支配不可

戊県

Ｆ社
（県域テレビ）

Ｇ社
（広域テレビ）

丁広域圏

×

放送対象地域ごとに地上テレビ１局まで 放送対象地域ごとに地上テレビ２局まで（広域放送は１局まで）

現状 改正案




